
 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会

（第７回） 
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厚生労働省 子ども家庭局保育課 
 



保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会 

（第７回） 

議事次第 
 

 

               日時：令和元年５月 27日（月）９ :30～ 12:00 

               場所：中央合同庁舎５号館  専用第 21会議室  

 

 

１．開  会  

 

２．議  事  

（１）「中間的な論点の整理」における総論的事項について  

（２）「中間的な論点の整理」における個別的事項について  

（３）その他  

 

３．閉  会  
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○高辻保育指導専門官  

それでは、定刻となりましたので、ただいまから第７回「保育所等における保育の質の

確保・向上に関する検討会」を開催いたします。 

 構成員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうござ

います。 

 本日は、構成員６名全員に御出席いただいております。 

 また、本日は、議題（１）に関連して、東京大学大学院教授で教育学研究科長をされて

います秋田喜代美さんにお越しいただいております。秋田先生には、後ほど、議題（１）

に関連した調査・研究の結果につきまして御報告いただきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。本日の配付資料は、議事次第に記

載のとおり、資料１－１から参考資料２までの計９点を御用意しております。資料の落丁

等がございましたら、事務局までお申しつけください。 

 なお、構成員の皆様には、机上配付の資料といたしまして、議題（１）に関連した調査・

研究の報告書。こちらは概要と本文の冊子になっておりますけれども、これら２点をお配

りしておりますので、併せて御確認いただきますようお願いいたします。 

 カメラの撮影はここまでとさせていただきます。傍聴される皆様におかれましては、事

前にお知らせしている傍聴時の注意事項の遵守をよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議事に移ります。 

 汐見座長に進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○汐見座長  

改めておはようございます。気候が相当暑いですね。朝からで助かりました。 

 本検討会は、ちょうど１年前の５月に始まりまして、６回にわたって開催しました。そ

の検討会を踏まえて、昨年の６月に、それまでいろいろ出された意見をまとめて中間的な

論点として整理いたしました。その中間的な論点に示された内容に基づいて必要な実態調

査等を行った上で、作業チームを設置いたしまして、そこで実務的な検討作業を行ってい

ただきました。現在もそうなのですが。 

 本日の議題は、その「中間的な論点の整理」に示された２つ。１つは総論的な事項、も

う一つは個別的事項でございますが、それぞれに関する検討と、作業部会での作業の状況

等について御報告をいただいて、それに基づいて議論を深めたいと思っております。 

 かなり長いといいますか、たくさんの論点がございますので、集中して要領よく進めて

いきたいと思っています。よろしく御協力をお願いいたします。 

 それでは、議題「（１）『中間的な論点の整理』における総論的事項について」でござ

います。 

 本件については、検討会の議論を深めることに貢献するようにということで、諸外国の

保育の質をめぐる動向について調査していただきました。まずは事務局から、これまでの
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諸外国の状況についての調査の経過等について説明をお願いしたいと思います。 

○唐沢保育課企画官  

まずは、私の方から、議題（１）に入ります前に、本検討会の全体的な状況について、

おさらいを兼ねて御報告申し上げたいと思います。 

 お手元の資料の一番下に、参考資料１、２がついておりますので、そちらをご覧くださ

い。参考資料１は表紙に「中間的な論点の整理【概要】」、左上にホッチキス留めをした

表紙がカラーの資料、参考資料２は「『作業チーム』設置要綱」の一枚紙、両面白黒の資

料になります。 

 まず、参考資料１をご覧ください。１枚おめくりいただきまして、昨年９月26日の第６

回検討会でおまとめいただいた「中間的な論点の整理」でございます。「（検討の背景と

目的）」の２つ目の○にございますように、保育の質というものは、この検討会における

構成員からの御発表にもございましたが、社会的な価値づけ等に依拠するとともに、保育

現場・地域・国の多層的な取組が相互に連動し、多様な要素が関わって成り立つものと考

えられます。 

 そうした中、４つ目の〇にございますけれども、本検討会では、この検討会が始まった

１カ月前の昨年４月から改定保育所保育指針が適用されたことなどを踏まえまして、主と

して保育の「内容」面から、保育の現場での保育実践の改善・充実に資するよう、幅広く

多角的に具体的な方策等を検討することとした次第でございます。 

 また、一番下の○にございますように、先ほど座長からもお話がございましたが、昨年

９月26日に開催されました第６回検討会におきまして、それまでの検討会において出され

た御意見等を踏まえまして、中間的な論点の整理を行い、その中で「現時点で考えられる

『検討の方向性』として、今後議論を深めるべき事項が総論的事項と個別的事項という形

で示されたところでございます。 

 さらに、参考資料１の１枚目、表紙のカラーの部分にお戻りいただければと思います。

この上側は「中間的な論点の整理」の概要でございます。冒頭、「今後の検討に当たって

の『基本的な視点』」としまして、子どもを中心に考えることが最も基本。それを前提と

して、様々な保育の現場において、保育所保育指針に基づく保育実践の充実に向けた取組

が日常的に行われることが重要。併せて、保護者や地域住民等が含まれますけれども、保

育をめぐる多様な関係者の参画や連携・協働、保育に関する理解の共有も必要といったこ

とが基本的な視点と整理され、その次に「現時点で考えられる『検討の方向性』」として、

具体的な検討事項が総論的事項と具体的事項として整理されたところでございます。 

 なお、今回、この参考資料１の表紙の下段に「全体像（イメージ図）【案】」をお示し

させていただきました。昨年９月における「中間的な論点の整理」に示された、いくつか

の具体的な検討事項につきましては、相互の関係が、やや分かりづらい部分もございまし

たので、あくまでもイメージということでございますが、今回、全体像を事務局で整理さ

せていただいた（案）でございます。真ん中に保育所。ここでは、子どもを中心として、
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保育の計画、実践、評価、改善といった取組がなされ、その周辺には、左手に記載の保護

者や地域住民、さらに、右手に記載の自治体・関係機関があり、そうした関係機関等と連

携や情報共有を図りつつ、さらに、その下段にございますように、そうした様々な保育の

現場での創意工夫ある保育実践の前提となるような基本となる考え方等を示すということ

で総論的事項を位置付け、全体を整理させていただいたところでございます。 

 なお、この参考資料１の表紙下段中に記載の項目に【個別】や【総論】と赤文字で書か

れているものは、先ほど御紹介しました「中間的な論点の整理」における主な該当箇所を

示したものでございます。 

 続きまして、お手元の参考資料２、一枚紙、両面のものをご覧いただけたらと思います。

前回の昨年９月26日の検討会におきまして、本検討会の下に作業チームを設置いたしまし

た。参考資料２の裏面をご覧ください。右上に（別紙）と書かれているものでございます。 

 この作業チームにおきましては、本検討会の座長代理を務められている大豆生田座長代

理に作業チームの座長をお務めいただくとともに、本検討会からは、野澤構成員、普光院

構成員、松井構成員にも構成員となっていただき、さらに、この作業チームにおける検討

や作業は、保育の各現場における取組や自治体の取組等とも関連することから、高知県の

中山様と、たかくさ保育園園長をされている村松様にも御参画いただいたところでござい

ます。 

 また、実際の作業チームにおける作業に当たっては、作業協力者といたしまして、資料

下段にございますように、玉川大学の田澤先生と武蔵野大学の箕輪先生にも御協力いただ

いたところでございます。 

 なお、作業チームにおきましては、これまで個別的事項に関する検討や作業を行ってい

ただいておりますが、本日の検討会では、議事進行の都合上、個別的事項については議題

（２）とさせていただいておりますので、作業チームにおける作業の状況につきましては、

後ほど議題（２）において報告いただき、御議論いただけたらと考えております。 

 引き続きまして、議題（１）の総論的事項に戻らせていただきます。 

 参考資料１の５ページ目をご覧ください。 「中間的な論点の整理」における総論的事

項の記載でございますが、５ページの中段の（具体的な検討事項）にございますように、

保育の質をめぐる国内外の様々な研究や議論、取組の動向等を踏まえた上で、我が国の文

化・社会的背景の下での保育所等における保育の質に関する基本的な考え方や、その具体

的な捉え方・示し方等について、議論を深めていくとされたところでございます。 

 資料が変わりますが、資料１－２「『保育所等における保育の質に関する基本的な考え

方等（総論的事項）』に関する今後の議論の進め方について」という表紙が青色の横長資

料をご覧いただければと思います。 

 「背景・経過」の２つ目の●にございますように、先ほど申しました総論的事項につき

ましては、今後、本検討会において、本件に関する議論を深めていくことに資するよう、

昨年度後半に厚生労働省の委託調査研究事業を実施いたしました。この総論的事項という
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のは、学術的な見識も必要ということもございまして、この調査研究事業におきましては、

学識経験者による研究会を設置し、諸外国における保育の質をめぐる動向等について整

理・分析を行っていただいたところでございます。 

 具体的な内容につきましては、資料１－２の１ページ下段にございますように、この調

査研究事業に設置いたしました研究会の座長には、本日お越しいただいております東京大

学大学院教授の秋田先生に座長をお務めいただき、また、具体的な調査研究を行った国に

つきましては、その下に記載がございますように、保育の質に関わる様々な取組が進めら

れており、かつ、保育の制度・政策や社会状況にそれぞれ異なる特色の見られる国の中か

ら、ニュージーランド、英国、アメリカ、スウェーデン、ドイツという５カ国、さらには、

ノルウェー、韓国、シンガポール、台湾についても、可能な範囲で情報を収集・整理して

いただいたところでございます。 

 なお、具体的な調査事項につきましては、資料１－２の１ページ下段にございますけれ

ども、保育の質の確保・向上という取組を検討する前提として、少し広めに保育に関わる

文化・社会的背景などを含めて、諸外国の動向を調査いただくとともに、保育の質を確保・

向上させていく上での振り返りを通じて保育実践を改善・充実することの重要性に鑑み、

評価という取組に少しフォーカスを当てて整理をいただいたところでございます。 

 私からの説明は、以上でございます。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 それでは、この調査研究の結果について御報告いただいた後に、総論的事項に関する今

後の議論の進め方等について意見交換を行っていきたいと思います。 

 今、御報告のように、本調査研究における研究会の座長を秋田先生にお務めいただきま

したので、まず、本調査研究の結果について秋田先生から御報告をいただきたいと思いま

す。 

 それから、本調査研究の研究会は、今、御報告がありましたけれども、本検討会の古賀

構成員にも参加いただきましたので、古賀構成員からも適宜補足的な御説明をお願いでき

ればと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、秋田先生、よろしくお願いいたします。 

○東京大学大学院教授秋田氏  

ただいま御紹介いただきました秋田でございます。今回の研究会の概要等につきまして、

お手元にあります資料の１から３のところに関しましては、まず、厚生労働省の高辻保育

指導専門官からお話をいただいた上で、私のほうで各国の保育をめぐる状況を御報告させ

ていただくということでよろしいでしょうか。お願いいたします。 

○高辻保育指導専門官  

ありがとうございます。 

 それでは、資料１－１をおめくりいただきまして、３ページから、まずは今回の調査委
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託研究事業の背景と目的について御説明させていただきたいと思います。この間の総論的

事項とそれを踏まえての本事業の経緯は先ほど御説明したとおりですけれども、保育の質

をめぐる各国の状況を体系的に理解することを目的としまして本研究会を設置させていた

だきました。 

 続きまして、４ページには「研究会の概要」ということで構成員の先生方のお名前を挙

げさせていただいております。また、研究会は2019年１月より計３回にわたって開催いた

しました、開催の経緯と各回の内容もお示ししておりますので、ごらんください。 

 それでは、５ページをおめくりいただきまして「本調査研究の対象・内容」についてで

すが、先ほど御説明しましたように、対象国としまして、保育の質の取り組みで特色の見

られる国を主に選定したということで、今回、ニュージーランド、英国。こちらは主にイ

ングランドです。それから、アメリカ、スウェーデン、ドイツ。この５カ国を選定させて

いただきました。さらに、それ以外の、ノルウェー、東アジアの韓国、シンガポール、台

湾についても特に保育の質評価を中心としながら、可能な範囲で情報を収集しております。 

 この検討会でも以前出ておりましたように、保育の質は、非常に多元的で多様な要素が

かかわっているということを踏まえまして、各国の保育をめぐる状況をこの研究会の中で

は以下の５点に整理をする形で情報を分析いただきました。保育にかかわる文化・社会的

背景、保育のガバナンスの面にかかわるさまざまな事項、保育者にかかわる事項、カリキ

ュラム、監査・評価といった項目になっております。 

 次の６ページに、今回集めていただいた情報を整理・考察する際の枠組みをイメージと

してお示ししたものがございますので、ごらんいただければと思います。保育の質をどう

捉え、そして示していくのかということの一つの切り口としまして、監査・評価を一つの

軸としつつ、そこに各国それぞれのいろいろな要因がかかわっているということで、左側

に挙げておりますように、今回分析いただきました文化・社会的な背景や制度・政策など

を中心にさまざまな要因をお示ししております。さらに、それらを踏まえてどのような目

的のもと、何を対象に、どのような形で、カリキュラムですとか質の評価があるのか、そ

してそれをどう活用していくのかなどを整理いただいたという形になっております。 

 次ページは各国の概要です。どのくらいの人口規模あるいは広さなのかとか、義務教育

開始年齢について、補足の説明事項としてお示ししておりますので、御参照いただければ

と思います。 

 事務局からの説明は以上となります。秋田先生、よろしくお願いいたします。 

○東京大学大学院教授秋田氏  

ありがとうございます。まず、保育課の方で枠組みを構成員の皆様と御議論させていた

だき、その観点から、今回は保育をめぐる状況について各構成員から整理をいただいたと

いうことになります。先ほどもございましたように、特に保育の評価に焦点を当てまして、

多元的、多層的でありますけれども、それについて、特に本日は主に５つの国について御

報告をさせていただきたいと思います。委員の方に関しましては、この資料とともに、厚



 

6 

 

い報告書が配付されておりますが、それを一緒にご覧いただけるとわかりやすいかと思い

ます。 

 まず最初に、ニュージーランドでございます。お手元の資料並びに報告書では10ページ

からになります。 

 皆様、既に御存じのことと思いますけれども、ニュージーランドにおきましては、1840

年のワイタンギ条約によって、先住民のマオリとヨーロッパ系移民の二文化主義を超えて

いくような形をその後求め、「平等・相互扶助・共生」の社会的理念のもとで保育・幼児

教育が行われてきています。1996年に教育省の一元的な管理下で多種多様な乳幼児の保育

サービスが行われるようになってきているわけであります。 

 報告書12ページを見ていただくといいのですが、この「多種多様」という意味合いは、

例えば保育者という場合にも、教師主導型と親主導型で行われるような形態があり、また、

サービス開設の免許も、免許が必須のものとそうでないもの、また保育時間につきまして

も、一日の保育セッション型と言われる４時間のものや終日のもの、また、運営主体にお

いても、コミュニティーベースのものといわゆるプライベートなものなど多様なものがあ

ることになります。その中核にある質の評価というところでありますのは、子どもの学び

の成果を主軸とするということであります。 

 そのために「テ・ファリキ」というカリキュラムが大変有名でございますけれども、お

手元の報告書でいえば22ページになります。「テ・ファリキ」は、９ページの下に書いて

おりますように、子どもは有能で自信のある学習者そしてコミュニケーターであり、知識

を確実に手にしていくという展望のもとに、４つの原理、また５つの領域によって構成さ

れていく。それを今度は20の学びの成果ということで、各領域で子どもが身につけていく

知識・スキル・態度・気質を捉えていく評価の全国統一的な仕組みを持っているところが

大きな特徴になります。 

 カリキュラム「テ・ファリキ」をもとにしながら、そこで行われた実践の中での子ども

の学びの姿として、主にマーガレット・カーという方が言われた「ラーニングストーリー」

というものがなされている。また、内部評価と外部評価ということで、内部評価を義務づ

け、また、国による教育評価局という準国家的な評価局、エデュケーショナル・レビュー・

オフィスによって評価がなされていくというところが特徴になっております。そして、う

まくいっている点もうまくいかない点も見ながら改善を続けていくような仕組みを持って

いるというところになります。 

 そして、重要な点としては、御報告者が書いてくださっているのですけれども、例えば

「テ・ファリキ」の枠組みに対しても、「ラーニングストーリー」との関係で国では手順

とか形式を何も決めていない。それを自己選択的に考えていくのであって、エピソードか

ら「テ・ファリキ」の枠組みを選択するのではなくて「テ・ファリキ」の枠組みからエピ

ソードを選択するような逆が生まれてきているけれども、そうではないのだということも

御報告者が言ってくださっている。こうした一人一人の子どもの学びの経験を記録するこ
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とと評価の仕組みを国が持っているのがニュージーランドの特徴になろうかと思います。 

 ２つ目がイギリス、主にイングランドでございます。厚い報告書をお持ちの方は38ペー

ジからをごらんになっていただけるとよろしいかと思います。 

 イギリスのイングランドの場合には、いわゆるエビデンスベースというようなチャイル

ドケアということで、説明責任、アカウンタビリティーが重視され、また、根拠に基づく

政策が導入され、その効果検証が国の命題となっています。納税者と保護者への情報公開

を徹底する。保育の質と子どもの発達に関するエビと言われるような効果的な長期縦断研

究がポイントの１つ目であります。 

 ここにおいて重要なことは、アングロサクソン系の特にイングランドでは、就学へのレ

ディネス（準備性）のための教育と学びの重視がなされており、特に社会経済的に不利な

家庭の子どもへの教育機会の保障として保育がなされている。2006年のチャイルドケア法

によって、ケアと教育の法制上の一体化で、教育省による所管によって進んでいるという

のが保育全体の動向になっております。 

 特に保育の質の評価というところで考えますと、まず、就学前に到達すべき乳幼児の学

びの目標（Early Learning Goals）。10ページのスライドの左下をごらんいただくとわか

りますけれども、こちらにありますそれぞれの領域について、カリキュラムとそれぞれの

子どもの発達の評価、施設の監査が全保育施設において０歳から５歳で義務づけられてい

る仕組みになってございます。いわゆる一人一人の子どもの発達の評価。質の評価という

ときに、子どもの育ちを評価する。そのときにドキュメンテーション、アセスメントとい

う形とスケールアセスメントという２つを併用して使用していくということでございます。

いわゆるアセスメントなのですけれども、ドキュメンテーションアセスメントは個別の保

育計画の作成に活用され、スケールアセスメントは２回です。２、３歳の子どもについて

保育者または保健師が実施するものと５歳になる年の年度末に保育者が実施し、それによ

って小学校就学前のレディネスが重視されますので、話し合いに活用していくという形の

併用がなされている。そういう子どもの評価。 

 それから、園レベル、施設レベルに関しては、Ofstedによる施設監査が実施されてござ

います。登録をし、査察、評価、結果、公開という形になっております。やり方の詳細は

報告書に書かれておりますけれども、保育施設の情報、保育者と子どものやりとりや、実

際にそれを観察して自己評価フォームで施設長へも聞き取りをする、保護者からも聞くと

いう多面的な評価で、不適切評価の場合には改善策でフォローアップして質を上げていく

という仕組みをとっておられ、実際には、2019年度本年度から特に教育に力点を置いた形

での評価がさらに進んできているというところがイギリスの仕組みになります。 

 大変早口で恐縮でございますが、３カ国目、アメリカについて御報告をさせていただき

たいと思います。資料の11ページ目、報告書では64ページからアメリカになっております。 

 アメリカの場合には、全体的な特徴として、個人の責任と自由の重視、多様性の尊重と

いうことで、州の権限が強いというところがこれまで御説明したニュージーランド、イン
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グランドとはかなり違うところです。国による統一的な規制や管理よりも、いわゆる州・

都市ごとの取り組みや個々の現場・家庭の判断に依拠した保育の質の確保・向上の仕組み

を考える。就学前の準備教育としての幼稚園、保護者の就労支援・家庭支援の側面が色濃

い。この就学前の準備教育というところはイングランドと似ている側面になろうかと思い

ます。多種多様な低年齢児保育があり、非常に大きな格差が課題になってきているという

ことでございます。 

 そして、思考と行為の結びつきを重視するプラグマティズムの教育哲学や保育哲学の伝

統と、発達心理学が基本アメリカで非常に広がったというところの影響を受けて、保育の

質の評価において、個々の子どもの発達の成果がどうかということが重視されることにな

るわけです。 

 特に大きな特徴は、アソシエーショニズム。御報告いただいた北野先生はアソシエーシ

ョンカルチャーと書かれていますが、専門組織、研究機関等による多様なカリキュラムや

評価指標を、専門家集団、例えば全米乳幼児教育協会（NAEYC）とか、いろいろなところが

開発をしている。それから、保育の質評価において、個々の子どもの発達検査という形で、

外側に基準があって、どれだけ育っているかという形で評価していく、アセスメントをす

るということがあります。また、評価結果が高い園への公的資金の投与やインセンティブ

という成果報酬。評価の質が高いと与えられる。困って低いところを改善していくという

政策と、質がいいと言われたところにインセンティブをつけていくという方向が政策上ご

ざいますが、特にアメリカの場合には、評価結果の高い園への公的資金の投与が特徴にな

ると思います。 

 そして、QRIS（Quality Rating and Improvement System）と呼ばれる保育の質評価の向

上システムを90年代から導入していって、それが各州で実施されるという形になりまして、

全米保育質保証センターが保健福祉省のもとにありまして、そこが評価項目作成の手引き

とかを提供して、評価結果を開示していくということで、それが資金を援助して、各州が

質評価の向上のシステムに取り組んでいるところでございます。州の権限の強さからです

けれども、各州がそれぞれ独自に評価システムを開発する。保育環境の評価や子どもの発

達検査によって総合的に評価するということで、既に開発されているさまざまな尺度やツ

ールを使用している。各州の作成した基準により施設に段階的に評価とかランクづけをし、

そしてその評価結果を公開していく。評価結果に基づいて、指導・助言、技術支援や財政

的支援をすると同時に、保護者を啓発するというか、質の高さについて保護者が理解して

いくというところが一つの大きな特徴になっているかと思います。基本、各園で個別の子

どもの発達検査が入る一方で、州の責任として、全体の施設の質がどこまで上がっている

かということについて州が考えていくというところがアメリカの大きな特徴になります。 

 ４つ目がスウェーデンでございます。資料の12ページ目をごらんください。また、報告

書をお持ちの方は88ページからスウェーデンの内容が掲載されております。 

 御存じのように、北欧の福祉国家体制のもとで全ての子どものための保育政策の展開。
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これはもともと学校教育で行われたものが保育においても普遍主義という形で挙げられて

きたものであります。知識社会の形成に向けて、保育を生涯学習の基礎として、いわゆる

教育制度に一元的に位置づけてやってきている長い歴史があります。民主主義の価値の育

成とケア、発達・学びの包括的アプローチを特徴とするカリキュラム。ここではユニバー

サルとか公平性を重視する観点から、義務教育以降の学校教育と同様の質を求める。ケア

と教育が一体的に行われる乳幼児期の保育実践の特性を明示して担保するというようなと

ころが、今、学校化の問題なども起こってきていますが、課題にはなっているというとこ

ろであります。 

 スウェーデンの場合には、いわゆる学校法と就学前の教育要領において、保育の質の体

系的な評価が義務づけという形でなされているということです。その評価の手法について

は、下に５つ出ていますけれども、各自治体や学校の裁量に任されていて、官庁と独立機

関である学校査察庁による監査が運営面と教育環境についてなされているということでご

ざいます。左側にありますが、学校査察庁による監査、それから、教師自身が自己評価で

きるように、その査察を受ける前に、どういうことがなされるのかということがわかるよ

うな自己評価ツールがある。また、それ以外に、企業が認証評価のような質の評価のシス

テムをつくっていて、２割程度の自治体がそうしたものも使っているということでありま

す。そして、ストックホルム市を初め幾つかの市がこうした自治体独自の評価スケールを

使って、アンケートをとってホームページに公開する。一番右側が、就学前学校における

実践評価ということで、教育的ドキュメンテーションということであります。 

 下に書いてありますが、子どもの主体的な学びを支える保育実践ということで、レッジ

ョ・エミリアの教育・保育の哲学をスウェーデンは非常に早くから受けておりまして、こ

のドキュメンテーションにつきましても、例えばイングランドやアメリカは子どもの発達、

ニュージーランドは一人一人の子どもの学びの経験というところを考えるのに対して、子

どもの学びの経験を追いますが、教育学的ドキュメンテーションは実践そのものがプロジ

ェクトとしてどう評価され、それがカリキュラムとどうつながっているかということ、そ

の実践を評価していくという視点が教育学的ドキュメンテーションの一つの特徴になりま

す。それによって、就学前学校教育要領が去年改訂されて、ことしから教育というものの

強化、またグローバル化や多様性が入っているのが大きな特徴になります。 

 早口で申しわけありません。５つ目の国、ドイツでございます。ドイツに関しましては、

報告書は114ページからになります。ハンドアウトでは13ページになります。 

 東西ドイツ以降、さまざまな格差をどういうふうに埋めていくか。社会変化や移民家庭

の増加を背景として、保育、特に低年齢児の急速な量的な拡充、それからPISAショックな

どの学力格差、社会的に不利な子どもたちへの対応、移民の増加による不利な子どもたち

への対応といった社会的課題が大変多くなっている。連邦制のもとで、ここはアメリカと

同じように州の力が強いので、国ではなく各州が保育の基本的な権限を有するシステムを

持っているということになります。教育とケアの２つの機能をあわせ持つものとしての保
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育、特に学校・家庭と並んだ第三の教育領域である社会教育としての保育施設という考え

方が大事にされているということです。 

 民間の福祉団体が運営する保育施設が多く、多様な理念の保育施設が実際には混在して

いて、保育の質に関しては、公的機関と事業者の合理的・自主的な規制に依存するという

自律的な判断に任せるところが強いということでございます。州や施設ごとの多様性・独

自性・自律性を尊重しつつ、国全体としての保育の質向上を模索する中で、統一的な評価

システムの導入に向けた動きが起こってきているということでありまして、連邦レベル、

国の取り組みとしては、評価スケールなどが必要だということは規定されているけれども、

まだ仕組みのシステムは開発途上で未確立という御報告を受けております。 

 一方で、実際にNUBEEKの全国調査が行われ、その質の向上と参加に関する法律なども実

施されてきているということで、これからモニタリングが行われていく方向であろうと思

います。各州における取り組みも、評価の義務づけも州によって違っておりますし、子ど

もの発達や学びの評価も、特に移民の問題があるので、言語スクリーニングなどの言語能

力の個別の評価というところ、それから、観察とドキュメンテーションがなされている。

また、民間団体による質の評価ということで、独自の評価基準を開発されたりしていると

いうことで、統一ではなく多様的・自立的に行っていくというのがドイツの特徴になって

ございます。 

 そして、それ以外の国として、参考資料として、ノルウェーや韓国、シンガポール、台

湾における質評価についても、協力者の方に御報告を資料としてつけさせていただいてい

ますけれども、同じようなことが進んでいることがわかると思います。また、韓国、シン

ガポール、台湾という東アジアにおいても、評価のための指標が開発され、実際に韓国で

も評価の認証制度が幼稚園のほうでも保育院のほうでも行われるようになり、シンガポー

ルにおいても、そうしたスパークと言われるような認証評価制度が動いている。それから、

台湾でも、幼稚園の評価が実施されています。いずれも、それによって質の改善を国とし

て図ろうとしているところが大きな特徴かと思います。 

 20分で５カ国プラス４カ国ということで、大変雑駁ではございますが、まとめというと

ころで御報告したいことでございます。各国において制度・政策をはじめ保育をめぐるさ

まざまな状況には、お話ししましたように、文化・社会的な背景とか国の理念と歴史的経

緯と社会全体の現状や、趨勢とか政策、移民の問題とか、いろいろな問題が影響を及ぼし

ております。保育の質の確保のための仕組みと向上のための仕組みをその文化や社会的背

景を踏まえて、それぞれの国が時間をかけて作ってきているということに学ぶことが重要

であろうと思います。 

 保育者に関しては、国によって資格・免許、ある意味でさまざまなのですけれども、保

育の質への関心が高まる中で、より高度な養成課程を経た有資格者をふやそうというとこ

ろは共通であるということがわかります。また、各国における近年のカリキュラム改訂で

は、子どもの育ちに関してどのようなことに価値を置くのか。カリキュラム内容の改訂と
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いうものがどこの国でも行われており、また、３歳未満児の発達に即したカリキュラムや

子どもの多様性を包摂する枠組みということが求められて、特に乳児の部分、それから、

いわゆるインクルージョンとかダイバーシティを保障するカリキュラムのあり方が議論さ

れてきているところになります。 

 最後に、全体を通底している見方として、保育の質の確保・向上のための監査や評価の

状況を、評価のシステム・体制、方法、評価をする人の専門性、評価結果をどう公表する

のかというような観点から見ますと、まず、国レベルの機関が実施するのかどうか。それ

から、全国共通の統一的な基準システムがない場合には自治体がやっているということが

わかります。 

 評価の方法としても、いわゆる子どもの姿や保育実践の記録、ドキュメンテーションな

どをするというものと、いわゆるスケールを用いて行う方法、また、評価者による観察と

か、いわゆる実践者の聞き取りなど多様なものがある。 

 その保育の評価をする側の専門性として、やはり保育の専門性を持った評価スキルと対

話的に評価を進めるということが共通して重視されてきているところであります。 

 そして、評価結果の公表ということです。どのように公開するかという問題はあります

が、多くの国では評価結果をウェブ上で示すということを行ったり、そしてまた、下にあ

りますように、一次案を示して、対話をしてコメントするなど、いろいろな工夫がそこに

図られていることになります。 

 「監査や評価をめぐる課題と動向」でございます。地域や保育現場の多様性や自律性の

尊重と格差の解消・是正に向けた公的な関与・介入のバランスは、統一的につくっていく

ニュージーランドやイギリス型と、ある意味で地域や現場の判断というアメリカ、ドイツ

のようなスタイルというように典型的に捉えることができます。 

 そして、保育及び発達のプロセス評価の重視というものでも、到達度ではなくて、教育・

研修の本質へシフトしているイギリスでありましたり、形成的な評価・改善という方向は

共通していると思います。ただし、評価の実施に対する現場の負担感とか形骸化の懸念は

常について回り、評価者の立場や専門性を踏まえた評価をどのように行っていくのかが今

後の議論の方向だと思います。 

 若干時間が延びて済みません。これで最後のスライドになります。 

 今後の方向性として、各国が時間をかけて構築してきた取り組みをそのまま取り込むと

いうのではなく、参考としながら、日本には日本のよさがありますので、それを中長期的

に考えていくことが必要であろうと考えられます。 

 保育の質の確保・向上に向けて何をするのかというときに、国の責任と自治体と園レベ

ルでどのようにしていくかということの議論が今後必要であろうと考えられます。また、

見える化ということに関しても、それが子どもの幸福とか、どのような形の見える化なの

か。いわゆる発達の成果の見える化なのか、個々の学びのプロセスの見える化なのか、活

動の実践の見える化なのか、国によって違っておりますので、今後さらにそうした長期的・
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縦断的に見ていくことが必要だろうと思います。評価で一定の時点での保育の質ではなく、

長期的に、何年でこう変わってきたということをイギリスやアメリカ等でも示しています。

保育の質が向上していくプロセスと支援の仕組みを明らかにしていくということが重要で

あろうと考えております。 

 以下に具体的な取り組み等を挙げておりますので、お読みいただければと思います。な

お、これは、私だけではなく、この協力者全体、それから、きょうお越しくださっている

古賀先生にも御参加いただいておりますので、古賀先生から補足があればよろしくお願い

いたします。 

○古賀構成員  

失礼いたします。古賀です。 

 秋田先生、どうもありがとうございました。非常に短い時間に膨大な量の御説明をいた

だきまして、ありがとうございました。私からは補足というのではないのですけれども、

こちらの研究に参加させていただいて、改めて学ばせていただきましたことは、まさに最

後に秋田先生がおっしゃってくださいました、各国が長期間かけて取り組まれて、いろい

ろなやり方、社会・文化的な背景を持ちながら、国独自の文脈の中で成り立ってきた評価

と改善の方向性をそのまま取り込むということは難しいであろうということです。 

 各国が取り組んできている中で、それぞれの取り組みの中で課題が出てきて、それに対

してどういうふうにさらに改善していくかというところまで出てきています。報告書を細

かくお読みいただくと、そのあたりのことがさらに詳細にわかるかと思いますけれども、

最後のほうのスウェーデンのところでも、社会福祉的なところから教育のほうにシフトし

ていき、さらに、学校化の懸念が生じているであるとか、それぞれの熱心な取り組みの中

でさらなる課題が出てきている。そこに対してどうさらに改善していくのかという動き。

そこらあたりまで丁寧に追いながら、日本では日本独自の文化・社会的な背景をどういう

ふうに整理して、それだけではなく、今、こうやって諸外国の取り組みや課題が出てきて

いますので、その学びを生かして、どんな対応というか、制度的な取り組みをつくってい

けるのかということを丁寧に議論していくことが非常に重要かと思っております。 

○汐見座長 ありがとうございました。 

 膨大な内容を短い時間で簡潔に御説明していただき、私たちもこれをしっかりと読ませ

ていただきたいと改めて思いました。最後に、それぞれの歴史・文化・制度を踏まえたや

り方でないとうまくいかないということが非常に印象的だったと思います。ありがとうご

ざいました。 

 引き続き、事務局で、この総論的事項のことについて、進め方について案を用意してい

ただいていますので、御説明をお願いいたします。 

○高辻保育指導専門官  

御発表ありがとうございました。それでは、資料１－２の２枚目をごらんください。先

ほど秋田先生より御報告いただきました諸外国の保育をめぐる状況ですとか、質の確保や
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向上に向けた取り組みなどに関する調査研究の結果をもとに、全体像をイメージとして改

めて整理したものになっております。 

 まず、保育の対象となる乳幼児期の子どもの育ちに関して、どういったことに価値を置

くのか。あるいは、そもそも乳幼児期というもの、その時期の子どもをどういう存在とし

て捉えるのか。そういったことに基づいて、保育の目標ですとか実践の原理・原則が成り

立っていると言えるわけですけれども、そこには、御発表いただきましたように、この図

の左のところに幾つか挙げているような国ごとのさまざまな背景があることが、今回改め

て整理されたかと思います。これらが具現化されたというべきものが、それぞれの国のカ

リキュラム。日本の保育所保育の場合ですと、保育所保育指針が該当すると思いますけれ

ども、そういったものがあり、その上で、現場での保育実践は、それぞれの個別的、具体

的な文脈に即して展開されていくことになります。 

 ではその現場での実践の質をどう捉えていくのか、というところで評価というものがあ

るわけですけれども、その評価に関しても、今回の研究では、例えば対象として何に焦点

を当てるのか。子どもの発達・学び、その成果あるいはプロセスなのか、それとも保育の

プロセスそのものなのか等々、評価を実施するための仕組みとか体制といったことも含め

て、実に多様な形で展開されているということが見えてきたかと思います。 

 一方、これら各国の多様な状況に共通する大きな背景としまして、質の格差と行政によ

る規制や管理のバランスをどのようにとるのかという問題があります。言いかえれば、現

場や地域などの自律性や多様性の尊重と全国的に一定の質を担保していくことの必要性、

この両者をどのようにバランスをとりながらしっかりと進めていくのかということが、そ

れぞれの国で議論されつつ、様々に試行錯誤が行われているということが見えてきたかと

思います。 

 そうしたことを踏まえますと、保育に関するカリキュラムとそれを踏まえた実践、そし

てその評価、さらにはその評価結果をどのように活用していくのかという一連の状況を、

改めて俯瞰的に捉えた上で、それぞれ個々について行政や現場レベルでの一つ一つの取り

組みを高めていくことはもちろんですけれども、それだけではなくて、保育に関する基本

的な考え方とその実践への反映をどのように広く周知したり共有したりしていくのか。ま

た、保育実践の質の確保・向上に向けた取り組みは、全体としてどのような方向で進めて

いくべきなのか。それぞれの国の特色や状況に即して、全体的な視点で考えていくことの

重要性も今回改めて整理されたかと考えております。 

 こうしたことを踏まえまして、資料１－２の３枚目をごらんください。本検討会におけ

る総論的事項に関する今後の議論の方向性について、現時点ではこういったことが検討事

項として考えられるのではないかという案をお示しさせていただきました。 

 ３点ございます。 

 まず１点目としまして、日本の文化・社会的背景のもとでの指針や実践について、これ

までの経緯や変遷等も含めまして、その特色、日本の保育所保育の特色とはどのようなも
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のなのかということ。 

 その上で、２点目としまして、乳幼児期の子どもの発達や生活の特性というのは一体ど

のようなものとして捉えられるのか。また、それらとあわせまして、児童福祉、そして幼

児教育の理念を踏まえながら、保育所保育でどのようなことを大切にしていかなくてはい

けないのかという保育の基本的な考え方について。 

 さらに３点目としまして、こうした（１）や（２）を踏まえました上で、保育実践の質

の確保・向上に向けたさまざまな取り組みのあり方、例えば指針に示される保育の基本的

な考え方ですとか、質の高い保育をどう実践していくのかといったことについて、職員間

はもとより、地域の現場間とか保護者などの関係者間などでどのようにして共有し、互い

に高め合う形をつくっていくのかということ。今後、本検討会におきまして、こうしたこ

とを、今、御発表くださったような諸外国の例なども参考にしつつ、改めて日本の状況に

即して整理・明確化していくことを通して、本検討会での総論的事項に関する議論を深め

ていっていただいてはどうかと考えております。 

 なお、これらの事項の検討に際しましては、それぞれに関連する幅広い実践や研究の知

見を得つつ進めていくことが適当ではないかということも、あわせて御提案させていただ

いております。各検討事項につきましてもう少し具体的にイメージしていただきやすいよ

うに、御参考までに４枚目のところに、（別紙）としまして、具体的な内容の例を案とし

て示させていただいております。あくまでも例示として御参考にしていただきながら、検

討会で引き続き御議論いただければと思います。 

 事務局からの御説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 今、この各国の調査を踏まえた上で、この検討会で日本の保育の質を上げていくために

個別のこと、共通する全体的な事項について引き続き議論を深めていきたいということで

すが、その際に、繰り返しませんけれども、３つの角度から、あるいは論点を立てて、そ

れぞれについてもう少し突っ込んでいく議論をしてはいかがかという御提案がございまし

た。 

 今の事務局からの御提案に対して自由に意見交換をしたいと思いますので、積極的に御

発言をお願いしたいと思います。 

 御意見でも御質問でも結構ですので、御自由に御発言をお願いいたします。 

 では、松井構成員、お願いいたします。 

○松井構成員  

今回の総論的事項と個別的事項、全体的にどう考えたらいいのかというところを確認と

いいますか、ちょっとお聞きしたいと思うのです。 

 実際の例に基づいて申しわけないのですけれども、例えばＡという保育所とＢという保

育所がありましたという状況で、仮に私がその現場を両方見させていただいて、その時点
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で、子どもたちがすごく遊べているな、子どもたちがすごく育っているなというふうな実

践をＡのほうで感じた。Ｂのほうでは、これはまだまだ今からの実践かなというふうに感

じたという状態。一定の質を指標にした場合は、Ａのほうの保育実践が質としては高いと

いう評価にはなるかなと思うのです。ただ、Ａの保育所の実践のほうでは、現状に結構満

足していて、今の保育で十分やれているからもういいかなという感じの姿勢が見えた。一

方でＢのほうでは、保育者の先生方がすごく課題意識を持っていて、今のままではだめだ

と思っていて、いろいろ改善をしていきたいのだ、そのためにこういうふうな取り組み、

システムとしてこういうふうなドキュメンテーションなり何なりという取り組みをしよう

としている姿勢が見えるとなると、そこの質という意味では、Ｂのほうが評価としては高

くなる。その姿勢というところを評価する意味ではＢのほうが高くなるのではないかと個

人的には思っているのです。 

 そういうふうなことを考えたときに、Ａの現場、Ｂの現場という中で、ある意味、一定

の基準をもとにした質の担保というのも同時に必要ではありますけれども、その姿勢のと

ころ、プロセスのところをどう評価していくのか。そこの位置づけがどういった形になっ

ていくのかというのが少し疑問に思っているところです。 

 個人的に思うのは、出発点として、ある程度ここというふうなところの一定の評価とい

いますか、そういった基準は必要になるのかなというところがあって、それが、ある種、

測定する意味での質というところになり、だけれども、そこだけでは評価はできなくて、

それぞれの現場でどういうふうな課題意識を持って、どういうふうな改善の方向に向かお

うとしているのかというところを評価するという意味合いも意味づける必要になるのかど

うかわからないですけれども、そういったプロセスを見ていくというのが同時に必要なの

かなということをお聞きして思いました。 

 総論的事項というのは、ある種、改善というものをどういう方向に向けていくのかとい

う方向を示す部分として位置づけられるのかなとちょっと感じて、特に今回、別紙で挙げ

ていただいた「（１）我が国の文化・社会的背景の下での保育所保育の特色」という部分

と「乳幼児期の子どもとその保育に関する基本的な考え方」というところは、こういう方

向に向かって改善していきましょうというところを広く指し示すような内容になっていく

のだろうかといいますか、私も整理がしきれていないのですけれども、お話を伺っていて、

そういったところをちょっと思いました。 

 要するに、質を評価するときに、今、Ａの保育所、Ｂの保育所ということで例を挙げさ

せていただいたのですけれども、両面どういった形で担保していくのか。難しさもあると

は思うのですが、そこの部分を示しつつ、あと、日本の保育として向かいたい方向性とい

うことで総論的なところでの議論がなされていったらいいのかなということをちょっと感

じたところです。 

 すみません。感想になってしまいました。 

 



 

16 

 

○汐見座長  

今の御質問に対する確認です。 

 例えば、今、事務局から別紙で、今の総論的事項に対する今後の検討事項の中で３つの

柱があって、日本は日本のやり方でしっかりやっていくしかないというのが最初だと思う

のですが、同時に、さまざまな乳幼児に対する研究だとか、新しいタイプの保育だとかを

提案されてきて、そこでどういう質の考え方が考えられているかということをしっかり踏

まえるということ。 

 ３番目に「保育実践の質の確保・向上に向けた取組のあり方」で、ここの説明によりま

すと、例えば保育の「測定する質」と「意味づける質」の考え方の整理だとか、それを踏

まえた質の確保・向上に対する行政や各現場レベルでの取り組みのあり方。今はある程度

のことはできているけれども、次にどういう目標を立ててさらに向上しようとしている姿

勢があるかどうかというあたりをその質評価の中に入れていくということが必要なのでは

ないか、そういう御質問だったでしょうか。 

○松井構成員 そのとおりです。 

○汐見座長 当然それは大事だと私も思いますけれども、それについて何か御意見ござい

ますか。 

 それから、事務局のほうでも、こういうことがどうだこうだということがございました

ら御自由に。 

 ３のところに、１と２を踏まえた上で、つまり、我が国独自の評価システムをどのよう

につくっていくかということになっていくのですけれども、その評価の中には、いわゆる

保育と同じでプロセス評価が大事なのではないかという御意見だったと思うのです。そう

いう意見、議論を十分かましてやれないかもしれませんので、ほかにもありましたら、ど

うぞ御意見を出していただければと思います。 

 では、普光院構成員、お願いします。 

○普光院構成員  

先ほどの御報告をいただきまして、ぜひ詳しく読ませていただいて、さらに理解を深め

たいと思ったところです。今後の検討についても、例えば日本の我が国の特色を言った場

合に、保育内容であるとか、家庭の子育ての文化であるとか、そういったものが現状どう

なっているのかをしっかり理解していくことも大事だと思うと同時に、現在行われている

制度、例えば日本の第三者評価制度が各国と比べてどうなのかということもぜひ理解した

いと思いました。 

 私個人の感想では、今の日本の第三者評価制度は、施設が評価機関にお金を払っており

ますので、評価機関にとって施設が顧客になっているという現状がある。私も、自分自身、

自治体の仕事などで第三者評価にはよく目を通すのですけれども、施設の売り込みという

か、施設長がお語りになったよい部分というのはそのとおりにきれいに書かれているので

すが、第三者評価というところではどうなのかというのは非常に疑問に思うことが多い。
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評価もいろいろな評価機関がありますから、全てがそうとは言い切れないのですけれども、

そういうときに、例えば、世界各国ではこういうことはどうしておられるのだろうとか、

そんな疑問もございます。そんなことも理解しながらの今後の検討になっていくといいな

と思っております。よろしくお願いします。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 施設全部第三者評価をやらなければいけないのですが、その第三者評価システムをどう

つくるかということは各国さまざまですね。日本でずっとやってきたことについてのきち

んとした評価も踏まえる必要があるのではないかという御意見でした。ありがとうござい

ます。 

 他にございますでしょうか。 

 では、野澤構成員、お願いいたします。 

○野澤構成員  

ありがとうございました。さまざまな国の状況を非常に学ばせていただきました。 

 では、それを踏まえた上で、日本はどうかといったときに、まだよくつかみ切れていな

いというのが私の実感としてあります。その中で、今、質を向上させたりするための手法

みたいなものはいろいろなものが海外からも紹介されておりますし、さまざまな人がいろ

いろなものを開発して、どれもこれもやりたいなと思うときに、何が大事なのかというこ

とを、これまでの実践の中で大事にしてきたものも踏まえて現場で考えたり、国も自治体

もそうだと思うのですけれども、考えたりするためのこれまでの変遷、歴史、哲学、思想

なども踏まえて、日本の保育の価値を改めて見直していく必要があるのではないかと思い

ます。 

 いろいろ課題は見えてくるにしても、その中で実践というのは、恐らく暗黙的に大事に

してきているものが出てくると思いますので、その暗黙的なものをここである程度明示化

していくというのは意義があるのかなと思います。 

 社会の変化もすごく大きい中で、例えばここに書かれているような体験の共有とか共感

的なかかわりというのはこれまで非常に大事にされてきたと思いますし、私たちの調査な

どでもそういうことが出ているのですけれども、社会の変化が大きくて、例えばいろいろ

な子どもたちがいるとか、文化的背景もいろいろな子どもたちがいる中で、例えばこれま

での共感でも行けるのか。それとも、やはり難しいなと思うからこそ先生たちが課題と思

っているのかもしれないなという部分もありまして、そういった今の社会の実態とこれま

で大事にされてきた哲学とか思想とか、そういう暗黙的なものとの接点とか兼ね合いを丁

寧に見ていけると、私自身、非常にいいなと考えております。何を引き継いで何を見直す

かというのは、それに基づいて改めて考えていけるといいのかなと思いました。 

 もう一点は（２）です。こちらは子どもを中心にということで、この検討会でキーワー

ドとして出てきていると思うのですけれども、子どもを中心にするというのは具体的には



 

18 

 

どういうことなのかということももう少しクリアになってくるといいなと思います。例え

ば、ここにあります児童福祉とか幼児教育の理念ということもありますし、また、子ども

の権利ということも改めてどういうことなのか。きれいな言葉は頭を通り過ぎて行ってし

まうので、もうちょっと具体的に、どういうことかということを改めて整理して、わかり

やすい言葉で周知していくということにも意味があるのではないかと思います。 

 そういったことを踏まえて（３）ということも。先ほどもありましたように、何をすれ

ばいいかということを現場は問いがちだと思うのですけれども、何のためにそれをするか

ということを、（１）、（２）を踏まえて考えていけるような議論がここでできるといい

のかなと思います。 

 また、難しいなと思うのは、先ほど松井先生もおっしゃっていたと思いますけれども、

それをどう評価するかというところをある程度きちんと丁寧に議論していかないと、せっ

かくの評価が、各国にも学ぶことだと思いますが、かえって難しい状況を生み出してしま

うこともありますので、そこはまた改めてどう評価するか。実践もどう評価するか。その

評価をどう評価するかという仕組みも含めてつくっていく必要があるかなと思いました。 

○汐見座長  

ありがとうございます。 

 この３つ出してくださっている１番目の中に、私個人的には、日本の保育所の中には世

界に誇ってもいいのではないかという興味深い実践をやっているところもたくさんあるわ

けです。他方で、まだ全盛期のような、一斉に子どもたちをというような形のところもま

だたくさん残っていて、そういう意味では、基準をどこに設定するかによりますけれども、

かなり差が出てきている。例えば、かなり熱心にいい保育をつくってきているところは、

どうしてそのことが可能だったのか。日本的ないろいろな風土だとかそういうものという

のはすごく関係していると思うのです。そういうところをどういうふうにきちっと評価し

た上で、例えばどこかの国がやっていることを追随するような形の評価システムを持って

きたとしても、多分それはうまくいかない。日本は日本的な形でやっていくということを

大事にしていく、そういうニュアンスの方向は一緒だと私は思ったのです。それはとても

大事だなと思ったのです。 

 それから、保育の中身についても、日本的なある種の共感を大事にするような考え方と

いうのはやはり簡単には否定できなくて、そういうことも踏まえた上で、どこかの国がや

っていらっしゃる評価スケールを借りてきてどうかということではうまくいかない。自分

たちでつくっていくしかないということがあると思うのです。 

 ですから、これは簡単にできるわけではなくて、丁寧に、自分たちの保育をどう評価す

るかということをここではやっていかなければいけない。私は、最初この案が出たときに

は、これは一番大変だなと思ったのです。でも、それはとても大事なことだなと改めて思

いました。 

 そういうことをきちっと踏まえた上で、最近のいろいろな研究とか実践の成果を踏まえ



 

19 

 

た上で、それで（３）を具体的に展開していく、そういう構造でやったらどうかという御

提案だったと思うのです。 

 大豆生田構成員、ございますか。 

○大豆生田座長代理  

時間もあるので短目に。 

 多分、今の一連の流れになると思うのですけれども、こういうふうな実態を踏まえなが

ら、今、質の評価という話になってきていると思うのです。そうすると、現状における評

価観というか。我々、今、ここで評価ということを議論していますけれども、松井さんが

冒頭に言っているように、いわゆる到達や達成型の評価に対する、質を高めていくプロセ

スに視点を当てた評価観というのは、現状からすると、実際やっていることが多いのだけ

れども、評価という枠組みを持ってこられたときに、評価観の転換というか、多分そうい

うことが必要になってくる。そうすると、自治体だとか現場の中での実態がどうなのかと

いうこととセットで、ここで総論的事項としてこうやってしっかり固めていくことが、次

に具体化していくときの重要な点になるということを改めて思いました。まさに自治体な

どがそこの評価にもかかわってくるとするときに、ここも大きなところかなと思いながら

お話を伺いました。 

 以上です。 

○汐見座長  

他に。 

 では、今の段階で意見を切ります。 

 では、秋田先生、お願いします。 

○東京大学大学院教授秋田氏  

いろいろ御意見いただいて、良い側面のお話をいただいたのですが、日本の保育所保育

の一つの特色は、先進国から見ると、評価の後進性、それから、これだけ長時間保育をや

っている国はほかにはない。それから、若年保育者比率によって保育が営まれていて、年

齢によるキャリアパスのない保育所はないという、ある意味でネガティブだけれども、あ

る意味で世界各国から学んだ上で反省的につくれるとか。それから、０－１歳の保育をこ

れだけの割合で、ほかの欧米を見れば、こういう姿がないということもわかりますし、そ

ういう中で、これは「これまでの経緯や変遷を含む」とあるのですけれども、これから10

年、20年の未来への保育の展望を持った上で議論をしないと。実は評価の仕組みというの

は、10年ぐらい前、もっと前から学識経験者では議論していました。そういった仲間が台

湾やシンガポールでは既につくり上げています。しかし、日本は議論をしたところでとど

まっていました。 

 今回、こうやって外国のものを調べる調査研究の機会をつくっていただいたということ

自体が画期的でありまして、今後、そういうことをもとにしながら、日本が抱えている課

題をどう乗り越えていくのかということがないと、良質の保育のモデルはたくさんあるの
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ですけれども、現実の園が本当に質を上げていくための取り組みと評価にしていくために

は、そのあたりを射程に入れざるを得ないのではないかと個人的に。ちょっと厳し目です

けれども、後進性と長時間保育と保育士のばらつきというか、保育士不足をはじめ、そう

した園の多様化。今、企業主導型保育を初め多様な保育所が乱立する中でどう考えていく

のかということを長期的な展望の中で考えていただくことも必要かと思います。 

 長くなりましたが、すみません。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 今、おっしゃってくださった日本の保育所保育の特徴といった場合、グローバルに見た

ときに、かなり無理をして働いている側面があるということもあわせて御議論していかな

ければいけないということでしょうね。 

 私の息子はこの間までケルンという街で過ごしていまして、子どもが２人そこの保育所

に行っているので見に行ってきましたけれども、４時になったらお父さんが全員迎えに来

て、４時半には保育所がガチャっと閉まってしまいました。ケルンの保育所は４時半まで

しかやっていません。朝は何時からと言ったら、８時にならないと保育士さんは来ないよ

と。それで成り立つ労働形態です。ですから、11時間やるということが日本の保育の中で

どういう問題を新しく持ち出しているか、そういうことも踏まえた上で。 

 それから、最近、私が保育士から相談を受けている中では、外国人の子どもがすごく多

い。これからどんどんふえてくると思うのです。しかも、そこにイスラム教徒の子どもが

いるとか、そういうことになってきたときには、今までにない経験をいろいろやっていか

なければいけない。その中で質を担保していくということは具体的にどういうことか。そ

ういうことも踏まえた、先を見据えたような視点も必要だということ。きょうここで具体

的な議論をすることではないのですけれども、この（１）だけでも相当議論しなければい

けないことがあるのだということは、きょう確認しておきたいと思います。 

 今、こういう形でやりたいという御説明があったのは、一応御理解いただいたというこ

とでよろしいでしょうか。 

 中はもう少しいろいろ詰めていきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、総論的事項については議論したい点はまだたくさんあると思いますが、きょ

うのところは少し置いておいて、今度は各論についてです。 

 大豆生田座長代理から説明、それから事務局からの補足説明をしていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○大豆生田座長代理  

この間、作業チームで検討してまいりました２点のことがございます。まず１点目のと

ころで、実践事例集の作成のことについてお話をさせていただこうと思っています。 

 「中間的な論点の整理」の個別的事項の中で、保育の現場における保育実践や保護者や
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地域住民等との関係などに関連した多岐にわたる項目が盛り込まれております。その各項

目に関連した具体的な検討事項の中には、実践事例や知見が示されています。参考資料１

の７ページや14ページ、15ページなどにそのことが記されております。 

 このことを受けまして、作業チームにおきましては、昨年10月以降、個別的事項に関連

してさまざまな保育の現場におけるそれぞれの現状や課題に応じた創意工夫による保育実

践の改善や充実に向けた取り組みに資するように、実務的な検討や作業を重ねて、実践事

例集（案）を作成いたしました。資料２がその実践事例集になります。 

 今般の実践事例集作成に当たっては、単に実践事例を示すだけではなくて、その前提と

して、それぞれの保育の現場において、保育所保育指針に基づき、子どもを中心に保育の

実践に捉え直す上での基本的な考え方を示し、その上で、保育の各現場においてそれぞれ

の課題に応じた具体的な取り組みを実施するに当たっての参考となる事例を示すことにし

ました。 

 資料２の表紙の記載でありますけれども、表題は「子どもを中心に保育の実践を考える」

としました。その副題として「保育所保指針に基づく保育の質向上に向けた実践事例集」

としています。 

 全体構成は、基本的な考え方を示す【基本編】と、実践事例を示す【事例編】の２部構

成となっています。 

 また、本事例集で取り上げている事例は、これまでの本検討会で発表されたさまざまな

保育現場の取り組み事例をベースにしています。これは資料２の２ページの下段の囲みに

記載されています。 

 各々のテーマに関連したベストな取り組みや理想的な取り組みを示したものではなくて、

それぞれの保育所等が個々の実情に即して保育の改善や充実に向けて日常の保育を捉え直

し、さまざまな工夫や試みを重ねている実際の様子を例示したものです。 

 この検討の中で議論になったのは、これはベストなプラクティスではなくて、現実に即

して、どこの園でも葛藤しているけれども、そこをどういうふうに乗り越えていくのかと

いうことを考える事例集というところにかなり着目したことに特徴があります。 

 実践事例集の具体的な内容については、事務局よりさらに補足説明いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

○鎭目保育指導専門官  

それでは、事務局より事例集（案）について、構成と主な内容について補足の説明をさ

せていただきたいと思います。 

 資料２の事例集（案）の３ページをお開きいただけますでしょうか。【基本編】といた

しまして、まず、基本的な考え方をお示しする最初のところで、保育所保育指針に基づく

保育実践を振り返る視点について、囲みの中で、子どもを権利の主体として位置づけ、一

人一人の主体性を尊重するというような、指針に示されている考え方そのものをまず御理

解いただくようになっております。 
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 続きまして、この検討会の基本的な視点でもございます、子どもを中心とした視点から

自園の保育実践を捉え直す、日々の保育においてそれぞれの取組が子どもにとってどうな

のかという視点から捉え直して、改善・充実に向けた手がかりを探る糸口を見つけていく

のが大事という考え方の根本になるところをお示ししております。 

 おめくりいただきまして、４ページです。では、そのように糸口が見えてきたときに、

具体的な取組を考えていくに当たってのポイントと課題についての記載となります。。さ

まざまな園で、それぞれの地域や園の実情に応じた課題等が見えてくるとは思うのですけ

れども、今回の事例集作成過程で、事例集の活用のイメージとして、それぞれの園で取組

を進めていく際に共通して重要になると思われる主なポイントをまず事例集の前半に例示

することで、そこから園の課題を探ったり、そのための方策を見つけていくことができる

のではないかということが検討されました。ポイントを以下のように３点あげています。

「職員間の共通理解」ということを１つのポイントとして、また、「日々の保育の振り返

り」、「保護者や地域の人々との関係づくり」、こういったポイントで考えてみてはどう

かという御提案でございます。 

 ５ページ以降では、それぞれのポイントについての考え方をお示しするとともに、そこ

からいろいろな園で共通して考えられ得るような課題の例を表にしてお示しするとともに、

表の右側には、そうした課題が見られる場合に参照していただく、実践編で取り上げてい

る事例について紹介してございます。こちらにつきましても、作業チームのほうで課題認

識が明確な場合、具体的な取り組みが明確な場合もあれば、また、課題に対してどのよう

に手をつけたらいいか、自園の取り組みをどう見たらよいかという視点を明確にする必要

もあるのではないかということで、このような形でお示しになっております。 

 続きまして、８ページは【事例編】についてです。個々の事例についての御紹介はこの

場では割愛させていただきますけれども、一つ一つの事例をどのような構成で紹介してい

るかについて８ページでお示ししておりますので、そちらについて御説明させていただき

たいと思います。 

 次ページ以降では、一つの事例を見開きでお示ししています。まず、最初の左ページの

上段のところに事例の概要をお示ししております。続いて、取組の状況を段階を追ってお

示しした上で、最後にそれぞれの園で生かす場合のポイントをお示ししております。 

 １枚おめくりいただきまして、事例１のところで見ていただくとわかりやすいかと思い

ます。左上の緑の囲みのところで、事例の課題、きっかけ、目標、成果という形でステッ

プをお示しして、およそどういう事例なのかということを御理解いただいた上で、写真と

文章をあわせてそれぞれの取組、取組のポイントをお示しした上で、右側のページの下部

では、実践に生かすためのヒントをお示ししています。 

 １ページに戻っていただきますと、事例を５つの区分けでお示ししています。ただし、

それぞれの事例についてはさまざまな要素が含まれていることもあわせて御承知いただけ

ればと思います。 
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 事務局よりの説明は以上でございます。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 それでは、個別的な取り組み事項についての最初は、実践事例集を作成して、これを現

場で活用していただくということでつくって、今、準備していただいているという御提案

だったのですが、これについて御自由に御感想、御意見をいただきたいと思います。 

 では、古賀構成員、お願いいたします。 

○古賀構成員  

こういうものが欲しかったという感じで拝見させていただきました。キャリアアップ研

修とか、さまざまなところでこういった資料が活用できるようになることに期待を持って

拝読させていただきました。 

 私のほうもいろいろ公開保育研修とかをさせていただいている中で非常に重要だと思っ

ているのは、こういった資料を活用する前段階の基本姿勢をどう整えるかというところか

なと思っています。こういったことをやりたいけれども、うちではというところになった

り、同じように真似してやってみたけれども、結局は上意下達になったり、だめなポイン

トを指摘されて傷ついて終わったり、そういったことにならないようにしていく保育所等

における研修に対する基本姿勢を最初のところで少し押さえていただけるとさらによいの

かなと思いました。 

 例えば、指導する、されるとか、評価する、されるという対立構造がないようにするこ

とが非常に重要ですし、先ほど申し上げたような上意下達構造にしない、だめ出しという

ような、上から指摘して終わるということではなく、フラットな関係性の中で相互性とか

互換性とかいうことを大事にしていきましょうであるとか、共感的な聞き方をしていくこ

とが基本姿勢であるということとか、「子どもを中心に保育の実践を考える」というタイ

トルで示されているかとは思いますけれども、子どもを中心に、児童の最善の利益を大事

にしていくといった基本姿勢について最初に丁寧に説明することが大事なのかなと思いま

した。 

 それから、これはここで触れるのがいいのかどうかちょっと迷うところでもあるのです

けれども、研修時間の工夫というか、これをやる時間をどう確保するのかを知りたいと思

われる先生方も多いのかなと現実的には思いますので、そのあたりのことを、今後、これ

だけではない中で検討していく必要があるかと思います。こういった取り組みをされてい

るところが具体的にどんな工夫をされていたかがもう少しわかりやすくなるとさらによい

のかなという感想を持ちました。 

 以上です。 

○汐見座長  

ありがとうございます。限られたページの冊子なものですから、本当は、もっと本音の

苦労話などがあるとおもしろいかもしれないのですけれども、今、おっしゃってくださっ
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たように、厚労省がこういう形で、現場に資するために指針とか指針の解説書をプラスし

てこういうわかりやすい事例集を出すということは画期的なことだと思っていまして、ぜ

ひ有効に活用していただきたいと思っています。 

 実際、初めてやってみて、その効果とか課題ということはどこかでやらなければいけな

いのだろうと思いますけれども、ともかく写真がいっぱい入っていて、しかも、横にその

説明ということで、大変わかりやすい形になっているなと私も思いました。大変苦労して

いただいたと思います。 

 あと、どうぞ御自由に御意見を。 

 では、松井構成員、お願いします。 

○松井構成員  

とても充実した実践事例集だなと拝見しました。 

 大豆生田先生も先ほどおっしゃっていたのですけれども、評価観を転換するといいます

か、そういったところに寄与していくような活用のされ方がいいなと思っています。とい

うのは、評価と聞くと、あぁという風にため息が出てしまうような現場ではなくて、評価

と聞くと、あっ、こんなことに困っているのですとか、ここをこういう風にもっと変えて

いきたいのですけれども、どうしたらいいかわからないのですという風な声が上がってく

るような、そして、その対話の中で解決がされていくような評価のあり方というところで、

こちらの実践事例集には、こういった課題のときにこういったことをしている実践の現場

がありますよということを紹介されているという部分で、同じような課題を持ちながら、

どう進んでいいかわからないという現場に応えるような実践事例集になっていけばいいな

と思います。先ほど古賀先生がおっしゃってくださったように、今度、これを活用する側

の立ち位置といいますか、そこの部分もしっかり考えながら、この実践事例集がどう活用

されていくのかをまた見ていきつつ、必要に応じては改善しつつということになってくる

のかなと思いました。 

○汐見座長  

ありがとうございます。 

 あと、どうでしょうか。 

 では、野澤構成員、お願いします。 

○野澤構成員  

私も、自分自身も学ばせていただけるようなものができ上がってきていると思います。

ただ、これをどう周知していくかというのが非常に重要かなと思います。ただウエブサイ

トにアップされているだけだと、みんな気づかないので、例えば自治体ごとにいくのかと

か、講師の先生になられる養成校にはみんな情報が行くとか、何か周知のプロセスがある

といいのかなと思いました。 

○汐見座長  

出ましたよという周知はホームページとかそれだけですか。 
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○鎭目保育指導専門官  

ホームページに載せるのはもちろんですけれども、通常ですと、当然、自治体ですとか

関係機関のほうへ、こういうものが出ましたということ自体は御周知しているところでご

ざいます。本日の議論を受けまして、改めて効果的な周知方法を検討する必要があるかな

と思っています。 

○汐見座長  

私たちもいろいろなところで研修を担当していますから、そういうときにぜひ活用する

ようにしたいと思います。 

 あと、ほかにございますか。 

 先ほど大豆生田座長代理が、２ページの下の囲みの中に太字の「ここにあげた事例は、

必ずしも『ベストな取組』や『理想的な取組』を示したものではありません。それぞれの

保育所等が、難しさを感じながらも、自分たちの保育所等の実情に即して、これまでのや

り方を少し工夫することで、課題解決の糸口を見いだしてきた」と。ある意味では、皆さ

んの園と等身大の事例なのですということで、国がこういうことをやれということを言っ

ているわけではないというモデルで、決してこれを押しつけているわけではないと。その

ことは何度も何度も強調しておかなければいけないような気がいたします。 

 私、『エデュカーレ』という雑誌を編集しているのですが、大体同じスタンスなのです。

つまり、今、現場で何に困っているのだろうかとか。見直せと言っても、何を見直せばい

いのだろうとか、そういう、困った、でも、何か動かなければいけないなといったときに、

同じようなことで悩んでこんなことをやっている園がありますよとかいうことを示してい

って、参考にしていただく。つまり、上からというよりは、現場の気持ちを酌み取った上

で、それだったらこういう例がありますよというふうにしている。行政というのは、ある

意味ではそういう役割だと私は思うのです。これはそういうスタンスでつくられているの

だということで、これがうまく活用されていけば、もっといろいろなものができていくか

なと思っているのです。そのことは多分、これからこれを活用していただくときには何度

も強調していく必要があるのではないかという気がいたしました。 

 きょうは限られた時間しかありません。これをちょっと見ていただいて、何かお気づき

になったことがあったら。 

○普光院構成員  

すみません。保護者の立場から１つだけ。 

 今、保育所やその他の保育施設を利用している保護者からの相談が多くなっています。

保護者はどういうふうに保育が行われているのかという構造がよくわからないので、とに

かく、うちの子はこういうふうに困っているのですと言うのですが、いや、それはできま

せん、規則だからできませんとか、こういう配置基準では無理ですというふうに言われて

しまって、実際のところがわからないので、それをうのみにせざるを得ない状況があるの

です。保護者にもぜひこれを読めるようにしていただいて、保育施設ごとの条件や環境に
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合わせて工夫ができるのだなということを保護者に伝えていただければ、保護者と施設の

対話のときにも、決まりや基準の話で終わらないで、もう少し踏み込んだ話ができるので

はないかと思います。保護者にもぜひ周知していただけるといいなと思いました。 

○汐見座長  

これはこういう冊子でお配りするだけですか。 

○鎭目保育指導専門官  

現段階で、冊子でとか、ウェブ上のデータでという具体的な形を決定しているわけでは

ございませんので、広め方とあわせて、どういう媒体でどのようにしたらいろいろな方に

届くかということについて、本日の議論を踏まえて改めて検討をしたいと思います。 

○汐見座長  

今の御意見は、保護者にも手が届くような形の広め方をしていただければという御意見

でした。今のを受けてどうですか。 

○大豆生田座長代理  

ありがとうございます。本当におっしゃるとおりだなと思っています。 

 これを作るプロセスの中で、先ほどもお話ししたように、グッドプラクティスではなく

というか、先ほどの長時間保育ではないけれども、現場はどこも悩みの中でなかなか難し

いのだという声を大前提としてつくってきたものです。そのときに、例えば、先ほど古賀

さんがおっしゃられたような、どこの時間でどうするかということも具体的に出てきた話

とかということが実はいっぱいあるのです。今回のことは、そういう意味でいうと、もっ

と議論する観点はたくさんある中の、今回はこの会議の中でヒアリングをさせていただい

た園の事例をもとに、その材料を使ってやったということが前提なので、恐らく、ここの

中で全てということではなくて、ただ、かなりの点に関して考えられるようなことがある

だろうということで構成をつくってきたということが一つの方法です。 

 それと、今、あったように、まさにこれからこれがどういうふうにあちこちで活用され

るかということが極めて重要だと思うので、多分、今後、その方法の検討が重要になると

いうことも、今、改めて伺いました。ありがとうございました。 

○汐見座長 ありがとうございました。 

 実践事例集については、今、いただいた意見を参考にしながら、もう少し必要な修正等

があったら事務局でやっていただきますが、もしお気づきのことがあったら、できるだけ

早目に事務局へ御連絡いただきたいと思います。 

 それから、これだけ検討会をやってきて、その成果をなるべく早く現場へ還元していき

たいという思いが私などはあります。もし何かございましたら微調整はしていただきます

けれども、これをずっと議論しているというよりは、早く現場に配って、それで反応を見

た上でやったほうがいいと思うのです。ということで、ある程度の微調整をした上で、こ

れでいいかどうかということは、この会をまた開くのは大変ですから、私のほうと相談さ

せていただいて、それで進めてよろしいでしょうか。 
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 では、大豆生田座長代理もそのときにはお願いいたします。 

○大豆生田座長代理  

よろしくお願いします。 

○汐見座長  

それでは、事例集については以上にします。 

 引き続き、保育所における自己評価のガイドラインの見直しを行っていただいておりま

す。これまた、大豆生田座長代理からお願いします。 

○大豆生田座長代理  

もう一つの大きな柱が自己評価のガイドラインの見直しになります。資料３－１の１ペ

ージになります。 

 まず「１．背景・経過」の記載があります。「中間的な論点の整理」の個別的事項にお

いて、保育の振り返りに通じた質の確保・向上が示されたことを受けまして、作業チーム

におきましては、昨年10月以降、保育所における自己評価ガイドラインの見直しに向けた

検討を行いました。保育の現場における自己評価の実施状況等にも留意しながら、資料３

－２「保育所における自己評価ガイドライン」【改訂版】（試案）」を作成しました。 

 今回のガイドラインの見直しに当たりましては、資料３－１の１ページ「２．見直しの

方向性（案）」に記載のとおり、「保育所保育指針の改定を踏まえ、様々な保育の現場に

おける保育内容等に関する自己評価の取組が、より保育の改善や組織としての機能強化に

実効性あるものとなるよう、記載内容を充実する」を基本方針といたしました。 

 また、具体的な見直しの方向性（案）としては「（１）保育所保育指針に基づく自己評

価に関する理解の促進」「（２）保育内容等の自己評価に関わる保育所の取組全体の効果

的な実施」「（３）保育現場の様々な実情に応じた主体的・継続的な自己評価の取組の推

進」という３つを挙げまして、保護者や地域住民などとの関係を含めた多様な視点の活用、

保育の記録や評価方法の工夫、要点の明示や図・具体例の活用等の記載の工夫などを図る

こととしました。 

 資料３－１の１ページの下段の記載のとおり、さまざまな保育の現場における本ガイド

ラインを活用した評価の取り組みの実施に資するよう、本ガイドラインの概要や自己評価

の取り組みの具体的な手順・方法の事例などを示した本ガイドラインに関するハンドブッ

ク（仮称）をあわせて作成することを考えています。 

 今後は、資料３－１の４ページに記載のとおり、年内を目処に、実際の保育現場におい

て【改訂版】（試案）を活用した自己評価の取り組みを試行的に実践していただき、その

結果、得られた保育の現場における取り組み事例などを踏まえ、年度内をめどにガイドラ

イン【改定版】の内容を確定させ、あわせて、本ガイドライン活用のためのハンドブック

を作成する予定です。 

 【改定版】（試案）の具体的な内容については、さらに事務局より補足説明をいただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 



 

28 

 

○高辻保育指導専門官  

ありがとうございます。 

 それでは、資料３－１の２枚目をごらんください。自己評価ガイドラインの【現行版】

と今回作成いただきました【改定版】（試案）の全体の章構成をお示ししております。ま

た、【改定版】（試案）の各章の概要につきましては、同じく資料３－１の３枚目にござ

いますので、そちらもあわせて御参照いただければと思います。 

 大豆生田先生より御説明いただきました見直しの方向性を踏まえまして、資料３－２【改

定版】（試案）をおめくりいだたきますとおわかりいただけるかと思うのですけれども、

ガイドラインの構成や内容そのものの見直しのほか、体裁に関しても、各節の要旨を冒頭

でお示しし、図なども各節で随所にできるだけ多用するといった、現場でより活用してい

ただくことを考慮した工夫なども今回あわせて行っております。 

 後ほど改めて御説明いたしますけれども、資料３－３は、この【改定版】（試案）でお

示しした要旨と図を抜粋して編集したものになっております。 

 資料３－１の２枚目に戻ります。【現行版】の自己評価ガイドラインでは、第２章に、

保育所における自己評価ということで、保育所保育指針に示しております保育士等の行う

自己評価と保育所が組織として行う自己評価をあわせて述べるという形になっております

けれども、今回、改めて指針に基づく自己評価の理解の促進を図るということを踏まえま

して、これらを第２章と第３章に分けて、それぞれの基本的な内容や流れについてより記

載の充実を図っております。 

 さらにその上で、こうした保育士等の行う自己評価と、それを踏まえて保育所が組織と

して行う自己評価の両方を、例えば、保育所が１年間を通して全体の取り組みとしてどの

ように組み合わせながら進めていくのか。その際、より効率的でかつ効果的な評価の実施

に資するよう、記録の活用ですとか、チェックリスト、職員間の対話など、さまざまな評

価方法のそれぞれの持つ特徴と、それぞれに合わせて留意すべきこと、評価の実施に際し

てさらに特に考慮すべき事項などを、第４章でまとめております。 

 また、今回の見直しに当たりましては、自己評価を主軸としつつ、単にそれを園の中の

取り組みとして閉じたものとして捉えるのではなくて、そこにより多角的で多面的な視点

をどのように取り入れていくのか、また、それぞれの地域や現場の実情に応じて保育の質

の向上に向けたさまざまな取り組みをどのように生かしていくのかという観点も特に留意

いたしました。 

 例えば、評価に際して、保護者の方など関係者の意見をどういうふうに取り入れていく

のか、あるいは第三者評価など外部評価の仕組みをどう活用していくのか、さらには、質

向上の取り組みとして各園で行われている研修とか公開保育といったことを自己評価とど

う結びつけて活用すればよいのかといったことですとか、結果の公表につきましても、自

園の保育に関して多くの人と理解を共有していく側面からの意義などについて、改めてそ

の重要性を念頭に置いた書きぶりになっております。 
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 さらに【現行版】では、第３章で３つの具体的な自己評価の展開例を挙げております。

今回、この部分につきましては、先ほど大豆生田座長代理からも御説明ありましたように、

今後、この試案の試行検証を実施していく中で、改めて現場での自己評価の実践事例を収

集、整理してお示しすることを考えております。 

 この試行検証を通じて得た事例と、先ほど御紹介しました資料３－３のような形で本ガ

イドラインの要旨と図を編集したものとあわせまして、ガイドラインの現場での活用のた

めのハンドブックをあわせて作成することを考えております。その際には、総論的事項と

して御議論いただいている、保育の質を高めていくための評価のあり方、あるいは子ども

や保育についての基本的な考え方、こういったことなども適宜取り込みながら、今後、引

き続き試行検証の中でこのガイドライン（試案）の検討作業を進め、このガイドライン【改

定版】とハンドブックの内容を年度内に確定し、来年４月を目途として適用を開始する予

定で考えているところでございます。 

 なお、今回の見直しに当たりましては、保育所における自己評価等に関する取り組み状

況などは現状としてどうなのか、実態を把握することを目的に調査も行っております。 

 資料３－１の（別添）で、この調査結果の概要を自己評価に関する部分を抜粋した形で

お示ししております。結果について細かく御紹介する時間はございませんけれども、昨年

10月に全国の地域型保育事業を含む認可保育所に質問書を配付しまして、2,610カ所から回

答をいただいております。今回、回答を得られた保育所等の中では約８割で自己評価を実

施しているという結果が得られております。それぞれ運営主体別とか、設置年別、あるい

は規模、定員別に見た結果などお示ししするとともに、さらに、自己評価の実施目的です

とか、実施の体制手順、観点、具体的にどんなものを使って実施されているのか、あるい

は、結果を公表されている場合にはどのような方法をとられているのかといったこともお

聞きしております。 

 そのほか「自己評価を行っていない」という回答が見られた保育所に対しては、未実施

の理由もお聞きしております。この別添のほうを御参照いただければと思います。 

 事務局からの説明は以上となります。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 以上、お二方からの御説明を踏まえた上で少し議論したいと思います。御自由に御意見、

御質問をください。 

 では、普光院構成員、お願いします。 

○普光院構成員  

私自身、作業チームに入っておりましたが、十分にお役に立てず、その間にこれだけわ

かりやすい端的なものをつくっていただきまして、とてもありがたく思っております。 

 この意見は、本当はもっと早い段階で言うべきだったと思うのです。こうして試案がで

き上がっている状態でちょっとあれなのですけれども、こういうこともちょっと検討して
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いただきたいということを１つ申し上げたいと思います。 

 以前は、保育園というのは１施設１法人で、施設の改善イコール法人の改善という考え

方でよかったわけですけれども、現在は、多くの系列園を経営する大規模な法人もふえて

います。保育の内容も法人によって規定されている場合も多いのです。法人全体としての

保育のマニュアルがあったり、保育内容にルールや制約を課していたり、施設長の裁量で

使える予算が小さい場合もあります。保育内容、人員配置、設備、各種備品、消耗品に至

るまで、法人、公立であれば自治体ですけれども、法人・自治体の支援がないと改善でき

ないケースも多いのではないかと思うのです。 

 園として、現場としての自己評価というのは一番基本で、一番力を入れなければいけな

いところですが、それの結果をどうするかというときに、法人・自治体が当事者としてそ

れを捉えることが非常に大事になってくると思うのです。現場だけで、こうしたい、ああ

したいというのが出てきても、それを実現するすべがなければ、ただ施設長が板挟みにな

って苦しむだけになってしまいます。チャートもたくさん入れていただいていますので、

これをつくっていただいたからには、このチャート図の最後に、法人・自治体がこれを受

けとめて、当事者として改善を考える、そういう描き方をぜひこの中に入れていただきた

いと思いました。 

 ありがとうございました。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 大事なことですね。おっしゃったように、10園とか運営しているような法人には、幾つ

かタイプはあるのですが、各園に任せてしまっているところと、上のほうが枠をきっちり

はめているところとかいろいろあります。後者の場合は、各園でいろいろ自己評価しても、

それに基づく改善がなかなかできないところも確かにあるのです。ですから、自己評価し

たことをどう生かすかということは法人全体の責任だということです。公立もそうなので、

そういうところも何か盛り込んでいただきたいという御意見でした。ありがとうございま

す。 

 あと、どうですか。御自由に。 

 では、古賀構成員、お願いいたします。 

○古賀構成員  

この自己評価ガイドラインの改訂というのは非常に大変な作業だったと思いますが、本

当にありがとうございます。 

 熱心な御議論の末にできたものだと思いますけれども、これをいかに活用していくかを

考えたときに、最後のほうで御報告がありましたが、自己評価の実施状況は非常に心配な

ものがあるわけです。公立であっても15％程度は未実施であるということですね。そうい

った現状を踏まえて考えたときに、各保育所の実情に応じた支援の方法が考えられていか

なくては結局実施できないことになっていくのではないかということを恐れるわけです。 
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 これは評価全体の話になってちょっと大きな話になってしまうのですけれども、全保育

所に監査で入っていくときに、監査の内容についても今後議論していく必要があるかと思

うのですが、その中に質評価的なものをどう入れていくのかということと、もう一つは、

自己評価とか、園内研修とか、保護者と地域との連携とか、各園でどのような取り組みが

なされていますかということをフォローアップしていくようなことができないだろうかと

いうことです。 

 最初のほうで松井さんがおっしゃっていた、各園が向上に向かっていこうとしていると

ころをどう評価するかというところにかかわってくるのですけれども、各保育所が考えて

いる質向上プランがある。プランがないところもあるかもしれませんけれども、そういう

質向上のプランニング支援みたいなことが監査プラスアルファのところでできないだろう

かと思うのです。 

 いろいろな評価指標、それこそ諸外国の状況とか、そういったことを考えたときに、全

保育所にどういうシステムを入れていくかをあわせて考えていくことになるのだろうと思

うのです。自己評価をやりましょうねというだけではなくて、それをどうチェックして、

それこそ、できていないところを、だめですよではなくて、どう支援していくか。その支

援をしていくときに、具体的な園の実情に合わせて聞き取りをしながら、コンサルテーシ

ョン的な機能をつけていくことができないだろうかと個人的には考えました。 

 以上です。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 では、松井構成員、お願いします。 

○松井構成員  

作業チームに加えていただいて、丁寧にまとめていただいてありがとうございました。 

 今、古賀先生がおっしゃったように、自己評価ガイドライン（試案）の４ページ目に「（２）

保育内容等の評価の目的と意義」というところがあるのですが、囲ってあるところの下の

３つ目の○に「保育内容等の評価は、ある時点での保育の良し悪しを判断するためではな

く、子どもの健やかで豊かな育ちに向けた保育を目指して、保育の計画や実践の質を確保・

向上していくための取組である」というのがありまして、その時点での良し悪しというよ

りは、先ほどプランニングと言っていただいたのですけれども、どういうふうな形で考え

を持って確保・向上に向かっていくのかというところがこの自己評価ガイドラインの活用

の面でも大切なのかなと思っています。 

 作業チームのほうでは、これが本棚にしまわれるものではなくて、実際に研修の中で使

われる、あるいは自己評価というところを意識していただきながら、これを保育内容の評

価というところで活用していただくことが目指されるようにつくっていけたらいいですね

というところが共通理解としてあったかなと思います。その後の活用というところで、こ

れからの試行検証になりますけれども、そちらでどういった形で試行検証していき、さら
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にそれをお示ししながら、この自己評価ガイドラインが、各園でもそうですが、国全体と

しての自己評価に向かう仕組みにどう位置づけられるのかというところは大きな課題にな

るのかなと思います。それはこれからも継続して検討していかなければならないことかな

と思っています。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 では、野澤構成員、お願いします。 

○野澤構成員  

ありがとうございます。私もこのガイドラインの作成に携わらせていただきまして、こ

ういった形でまとめていただき、ありがとうございます。 

 ガイドライン作成のプロセスの中で、今、園で取り組まれていることそのものが自己評

価の一端になっているということを実は現場の先生は気づいていない。例えば、日誌であ

ったり、日々の振り返りということが自己評価の中の出発点になっていることが余り捉え

られていなくて、園としての自己評価と保育士の自己評価がぱっくり分かれてしまってい

るような実態もエピソードとしては伺っております。 

 ですので、そういったことが今回整理されたことによって、別々に取り組まれているこ

とがどう一体として保育所の質向上に資するのかということが事例の中で見えてきて、こ

ういうふうにやっていけば、今やっていることの延長線上に自己評価ということをもっと

よくしていけるのだということがないと、また新たにやらなければいけないのだというも

のとして受けとめられてしまうと、負担感ばかりがふえてしまうと思うのです。そこが今

の取り組みにどう生かされていくかということ。コンサル的なこともあるともっといいの

かもしれませんけれども、そういったところも含めて、今までの議論の延長になりますけ

れども、活用の仕方を改めて議論していけるといいなと思っております。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 今、おっしゃってくださったように、私もこの試案を読ませていただいて、前回のガイ

ドラインは、前回の指針の改訂で自己評価しなければいけないことが書かれて、一体どう

するのかということで、ある意味では必要に迫られてつくったという面があったのですが、

いろいろな経験があって書いたわけではないものですから、今から見たら、不備があった

とか、使いにくいところがいろいろあったかもしれないのですが、今回は経験を踏まえて

いるというだけではなくて、私がかかわっている園の中で自己評価といったら、年度末に

やるのでしょうと。それで１年間どうだったかと。場合によってはそれを人事考課に使う

とかなんかで、儀式的にやるような義務みたいなものが多かったような気がするのです。

今回、これを読んだら、そういうこととは全然違うのですよと。日々の振り返りとか、子

どもを観察する力だとか、そこから何を読み取ってどうやって改善していこうとしている

のか。そういう全体がまさに評価なのだということ。一定期間を踏まえて評価する場合、
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そういうのを蓄積の上でやらなければいけないということですから、毎日保育をきちんと

振り返っていくことが一番大事な自己評価なのだ、そんなニュアンスなのです。ですから、

これは、自己評価ということの意味をより鮮明にするような中身になっていますし、うま

くやれば、保育が楽しくなるというものになっているなと思って、この考え方をぜひもっ

と広めていただきたいと私も思いました。 

 あと、プロセスとしては、先ほど御説明があったように、一応こういう形でつくった上

で、幾つかの園でやっていただいて、どこが使いにくい、使いやすいかということがある。

その上で、ことし中にその結果を集めて、年度内に改めて整理して、来年の４月から正式

にお配りするというスケジュールなのですけれども、こういうスケジュールでもよろしい

でしょうか。 

 何かありますか。 

○大豆生田座長代理  

ありがとうございます。 

 今、皆さんがおっしゃられたとおりで、今回の自己評価が、そういう意味では日々の保

育の振り返りがベースになるのだということを全面に出せたことはすごくよかったなと思

っています。そのときに、普光院構成員から出された課題や古賀構成員から出された質向

上のプランニング支援みたいなことの可能性も含めて、実行性があるものということが最

大のテーマですから、今後の試行検証のことも踏まえながら検討させていただければと思

っています。どうもありがとうございました。 

○汐見座長  

ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、保育所における自己評価ガイドラインの見直しについては、今、いただいた

御意見を踏まえて、さらに試行検証を行っていただいて、その作業を踏まえた上で次回の

検討会で結果を報告いただきたいと思っています。 

 最後に、個別的事項に関連して、３つ目の柱がございます。都道府県等の自治体におけ

る取り組み状況についてということです。事務局においてそのための実態調査を行ってい

ただきました。その結果を御報告いただけますか。 

○鎭目保育指導専門官  

それでは、資料４をご覧いただけますでしょうか。「保育所等における保育の質の確保・

向上に関する実態調査」について、都道府県等における取組状況に関して概要をおまとめ

したものを資料としてお渡ししています。 

 こちらの調査ですけれども、「中間期な論点の整理」の中の「実情を踏まえて」という

ところを受けまして、地域の実情や取組に留意した今後の検討に資するための関連した取

組状況の把握のために、指定都市、中核市、都道府県を含めまして、上の囲みの表でお示

ししておりますように回答について取りまとめたところでございます。 

 調査期間は、12月から本年１月まで。 
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 調査事項としては、「中間的な論点の整理」の個別の検討事項に沿う形で、保育の現場

における保育実践、保護者や地域住民等との関係、そして自治体や地域の関係機関との関

係、それぞれについて質問項目を設けたところでございます。 

 調査結果の概要につきましては、この資料の１枚目と２枚目のところで全体的なことは

お示ししております。時間の関係で、調査結果全体について御紹介するわけにはいかない

のですけれども、幾つか御紹介をさせていただければと思います。 

 まず、「保育の現場における保育実践」について、質問の観点、項目といたしましては、

（１）（２）（３）（４）（５）と多岐にわたって御質問させていただいたところでござ

います。 

 おめくりいただきまして、スライド番号7ページ、（１）の職員間の対話促進につきまし

て、管内の保育所等における子どもや保育に関する職員間の対話が促される環境の構築に

資する取組を行っていると回答をいただいた自治体は、全体の63.8％、74自治体ございま

した。囲みの下のところ＜「職員間の対話」の促進に関する取組＞のタイトルでグラフ化

してあるところで、例えば保育所等に対する相談・助言を通じた支援を行っているのが52

自治体、こうしたことに関連した研修の実施を行っているというのが41自治体あるという

状況でございます。 

 自由記述もしていただいております。こちらにつきまして、地域の実情に応じて、今、

行われていて、資料提供いただいた特徴的、意欲的な取り組みについて御紹介をしている

ところでございます。例えば、新規に開設した施設を対象として、公立保育園の園長経験

者等をサポーターとして派遣するとか、園内研修の立案などの支援、こういうことを通じ

てそれぞれの保育所で保育を語り合う風土をつくっていくことの支援を行っていたり、助

言を行ったりしていることが挙げられていたり、また、地域の拠点として位置づけられて

いる幼児教育センターや幼児教育アドバイザー制度を活用した環境づくりの推進というこ

とが御報告されているところがございます。 

 続きまして、少しめくっていただきますと、スライド番号の22ページに「２．保護者や

地域住民等との関係」として、（１）として「保育実践の内容の『見える化』」について、

（２）として「保護者や地域住民等の保育現場等への関与」について御紹介しているとこ

ろがございます。 

 おめくりいただきますと、スライド番号23ページ「保育実践の内容の『見える化』」に

つきましては、関係者のニーズを踏まえた管内の保育所等における保育実践の内容の見え

る化に資する取組を行っているという御回答を全体の61.2％、71自治体からいただきまし

た。グラフをごらんいただきますと、保育所に関する情報を集約してホームページでの公

開をしている自治体が51％、ほかにも、資料（冊子等）の作成ですとか、第三者評価の受

審の結果公表ですとか自己評価の結果公表などをしている自治体も数字として出てきてお

ります。 

 また、その下のスライド番号24ページ「保護者や地域住民等の保育現場への関与」につ
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きましても、36自治体から「行っている」という御回答をいただきました。例えば、グラ

フのほうで一番多く出てきているところは、関係者による評価への参画といったものを実

施して促進している自治体が一定数ございました。また、場の設定、協議会の設置を行っ

ているという自治体もありました。 

 自由記述の中でも、例えば、いろいろな施設への訪問ですとか見学会を実施しているな

どというような自治体の御報告もありました。 

 続きまして、スライド番号25ページ「自治体や地域の関係機関との関係」。こちらにつ

きましても、保育所等と自治体や地域の関係機関との連携・協働について、また、自治体

の役割や充実・連携・促進につきましての項目についてそれぞれ御回答いただいていると

ころでございます。 

 おめくりいただきまして、スライド番号27ページの「保育所等と自治体や地域の関係機

関との連携・協働」をごらんください。。こちらにつきましては、具体的な取り組みとい

たしまして地域の関係機関との連携や交流に関する取組を行っていると68自治体が御回答

いただいております。下のグラフをごらんいただきながらと思いますけれども、例えば保

育所等と地域の関係機関との連携や交流ということですと、教職員との合同研修ですとか、

実践事例の共有、公開保育による学び合いといったものが、例えば、地域型保育事業との

間で、認可外保育施設との間で、幼稚園との間でさまざま見られている実態が出てきてお

ります。 

 スライド番号29ページでは、その他の取組として、例えば養成施設や保育団体等との連

携についてですとか、小学校のみならず中・高との連携ですとか、さまざまな活用・連携

が報告されております。 

 また、31、32ページでは、具体的な取組について自由記述でもさまざま御回答いただい

ておりますので、こちらのほうも各地の取組として御参照、御参考にしていただければと

考えております。なお、取組の自由記述については、他の項目でも設けております。 

 スライド番号39、40ページのところでは「行政指導監査の効果的・効率的な実施」につ

いて。こちらも「中間的な論点の整理」を受けて、関連した回答について調査結果をおま

とめしているところでございます。実態調査をしたところ、例えば手引や実施計画など指

導監査に関する自治体独自の方針を具体化・明確化した資料を作成している自治体は102

自治体、指導監査事項に係る観点や内容の具体化・明確化を図るための取り組みを行って

いる自治体が90自治体、また、指導監査の効果的・効率的な運営のため前年の指導監査に

おいて適正な運営がなされている保育所について次年度の項目の簡素化ですとか、複数の

施設を経営している法人について同日監査を実施するなど、さまざまな取組が行われてい

るという例も見られているところでございます。 

 続くスライド番号41、42ページまで、この調査結果につきましては、「中間的な論点の

整理」に応じた御議論、今後の検討に資するような内容についておまとめし、報告させて

頂いたところでございます。 
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 以上です。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 ただいまの実態調査に関して、何か御質問ございましたら出していただきたいのです。

特にここが少し特徴的だったとかというポイントみたいなものはございますか。予想とか

なり違ったとか。 

○鎭目保育指導専門官  

 例えば、今回の検討事項の中に関連したところでまとめておりますが、自治体によって

かなり多様な取組がありました。また、具体例の挙げ方については、自治体によってはか

なり控え目にで、本当はたくさんやっているのではないかというところが、具体的な例示

等の自由記載はなく、やっている、やっているとチェックを入れてる回答のみいただくと

ころもありました。逆に、非常にたくさんの資料を送っていただいて参考になるような例

もございました。 

 例えばマニュアルを作成していらっしゃるところがかなりあって、それは自治体のそれ

ぞれのニーズによると思うのですけれども、保育の様々な場面での方法についてかなり具

体的な明示をされているところもあれば、研修制度の構築にかなり力を入れていらっしゃ

るところもあったり。また、保幼小連携に向けての取組についてマニュアル化をされてい

たり、職員の階層別のリーダー層のそれぞれのあるべき姿をステップで示しているような

ところもあるという例がございました。 

 ほかに、新人研修の中で、これは１自治体でしたけれども、エルダー制度のような形で、

継続して就労していくための支援も含めて、同じ保育所の職員間で悩み毎の相談に乗る関

係づくりに力を入れるという形で、現代の課題に応じて、またそれぞれの地域の実情に応

じた取組が多岐に行われているというところがございました。 

 こうした多様な取組については、御提供いただいた資料についてスライド番号19ページ、

20ページで御紹介していますので、そちらをごらんいただいてもよろしいでしょうか。 

 青の「１（５）①保育実践の充実に資する関連資料の作成」ということで具体的につく

ってある資料を種類別に項目でまとめております。保育の質のガイドラインを策定してい

らっしゃるところ、また、実践の手引を作成していらっしゃるところ、また、実践だけで

はなくて、先ほども少し触れさせていただいた保幼小接続についての手引きをつくられて

いるところ、また、業務運営の改善や工夫といった今回の「中間的な論点の整理」にも上

がっていたテーマについて、既に地域の実情に応じて好事例集をつくったり、研究会を立

ち上げて報告書を出されているところの例も見られております。人材育成についても、先

ほど少し御紹介しただけではなく、人材の育成ビジョンですとか、保護者の視点、また職

場の仲間からの観点も含めたものですとか、新人職員のためのノートをつくっていらっし

ゃったり、スライド番号21ページでも、特徴的な取組ということで、実践の充実のところ

をこのように挙げさせていただいております。多岐にわたってかなり地域の実情に応じた
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ものがつくられているということが見てとれた結果になっております。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 私たちもちょっと丁寧に見なければいけないと思うのですが、自治体ごとに取り組みの

重点が随分違うということが非常によく出てきたということだと思います。多分、自治体

ごとに丁寧にやれば濃淡の差がかなりあるのかもしれません。そのあたりをどう平準化し

ていくかというあたりが私たちの課題なのだと思います。 

 何か御質問ございませんでしょうか。 

 では、古賀構成員、お願いします。 

○古賀構成員  

質問というのでもないのですけれども、非常に興味深いお話をありがとうございました。

今、汐見座長がおっしゃられた自治体間の共有というか、これが自治体格差にならないよ

うな情報共有とか、今後のあり方も検討していく上でどのような取り組みが考えられるの

かなというのをちょっと考えました。今のところで何かあれば。 

○汐見座長  

それはここで議論しなければいけないことなのですけれども、何かありますか。 

○鎭目保育指導専門官  

まさに今、古賀構成員から言っていただいたように、この調査で明らかになったことを

一つの材料にしながら、具体的に「中間的な論点の整理」で挙げていただいたような観点

から、どういった方策が考えられるのかとか、例えば、今回の議論の中でも起こっている

ようなこととどう関連づけてそうしたことの具体的な方策をつくっていけるかということ、

その中には、今回調査結果の中で得られた情報をどのように共有していくかということ、

調査結果の活用の仕方についても検討していく必要があるかなと思います。その方法につ

いては、事務局からの提案も含めて、今後、検討の俎上にのせていくことも一つ考えられ

るのかなと思っております。 

○汐見座長  

その調査結果をわかりやすくしたものを各自治体に全部お返しするということは考え

ておられますか。 

○鎭目保育指導専門官  

調査結果そのものということで言いますと、今回、この検討会の資料として公開させて

いただいているということで、まずは御参考にしていただければと考えております。また、

個々の結果や資料の取り扱いにつきましては、今後、検討の中で上がってくるさまざまな

方策とか検討に応じて活用を考えていかなくてはいけないかなと考えております。 

○汐見座長  

その辺で何か御意見ありますか。 

 今回の個別の質を上げるための対応で、今、３つの柱でやりました。まあ、４つと言え
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ば４つかもしれませんが。ともかく、自治体が質向上に積極的にかかわり、現場の努力と

有機的に働いていくようなシステムをどうつくっていくかです。その実態をまず調査して

ということでこうやっていただいて、うちの自治体はもうちょっと頑張らなければいけな

いなという気持ちになるために。例えば公開保育のようなものを頑張ってやるといったと

きに、やはり自治体が協力しなければなかなかできないわけです。そういうこともあると

いうことを含めて、自治体のインセンティブをどう高めていくかというあたり、こういう

ことがあればいいのではないかということがございましたら、ここで決めるわけではない

のですけれども、意見を言っていただければと思います。 

 野澤構成員、お願いします。 

○野澤構成員  

先ほどおっしゃったこととつながるかわからないのですけれども、「やっている」とい

うことは、「やっているかいないか」ということで聞いているということなのでしょうか。 

○鎭目保育指導専門官  

こちらのグラフになっているところで言いますと、「やっていますか」ということで、

「います」という回答が数字に反映されている形になっております。 

○野澤構成員 その意味で、こういった具体的な取り組みが全ての園に届いているかとい

う効果の面はここだけでは特に見えないかなとは思いました。自治体は、その質の向上と

いう面と同時に、確保というところで非常に重要な役割を担っている。そこに届くのは自

治体しかないかなと。その意味で、自由記述を見たら、公立園だけやっている場合も「や

っている」と言っているかもしれないと思ったところもありましたので、全ての園に届い

ているかということも非常に重要だなと思いました。 

 あと、ちょっと気になった点として、40ページの＜指導監査後の対応＞というところで

す。２つ目のポツで、改善を要する重要な指示事項に対して改善状況を確認するために資

料の提出は99.1％の自治体が求めているのですけれども、事前通告なしの特別指導監査等

を行っているというのは11.2％というのがありました。この改善というのがどの程度のも

のなのかもここではわからない。もしかしたら、自治体によってはそういうことはない、

その指示が必要ないということなのかもしれませんけれども、非常に重要な事項だった場

合には、やはりそこというのは確保。子どもの命にかかわることがあるかもしれませんの

で、そういったところはどうなのかというのはちょっと突っ込んで検討したほうがいいか

なと。自治体の役割としてその確保の面をどうしていくかということは、予算の問題とか

いろいろあると思うので、それができないのだったら、できない理由も含めて検討してい

くことが必要かなと思いました。 

○汐見座長  

ありがとうございました。 

 他にございますか。 

 では、松井構成員、お願いします。 
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○松井構成員  

今回の調査の中で、スライド15の「研修の効果をより高めるための取組や・・」という

ところですが、その研修の中で、個々の保育者さんのキャリア支援もそうですし、研修を

受けたというふうなところで、何を学んで、さらにそれをどうつなげていくのかというと

きに、記録化支援というところが、具体的な取り組みの内容もそうですが、この回答だけ

を見るとちょっと乏しいところがあるのかなという気がいたします。これについて、回答

を得た自治体からの具体的な内容としてどのような内容があったのかだったり、あとは、

それをさらに個々の保育者さんの支援につなげていくための工夫だったりというところで

どういったことが考えられるのだろうというところが質問といいますか、疑問に思ったと

ころです。何か御回答いただけることがあればと思ったのですが、どうでしょうか。 

○鎭目保育指導専門官  

今回の調査につきましては、こうした質問紙に対しての取組の有無の御回答と、具体的

な自由記述による方策について、また資料の御提供についてという形で調査をまとめたと

ころでございます。 

 今、松井構成員からいただいたような、例えばここで御回答いただいているそれぞれの

ところでどういったところをポイントにしているかということに関して、主立ったところ

は、今、こちらの「『その他』の主な内容」で自由記述として挙げさせていただいている

ところですけれども、今後のこうした観点からの検討に際しては、例えばこうした御回答

いただいた自治体に改めて必要なことをお聞きするということも一つのやり方かもしれま

せん。また、もう少しポイントを明らかにしながら、その中で自治体へのアプローチとし

て考えられることの参考材料として今回はこうした形でまとめさせていただいています。

済みません。御質問いただいたことに直接お答えする形にはなっていないかもしれません

けれども、そうした活用の仕方として、この資料を御活用いただければありがたいと思っ

ております。 

○汐見座長  

では、普光院構成員。 

○普光院構成員 

 質問です。 

 まず対象は、都道府県、指定都市、中核市ということなのですけれども、保育所に関す

る細やかな施策というのは基礎自治体でやっている部分が大きいのではないかと思うので

す。その基礎自治体の実態とかはどうなのでしょう。ひょっとしたら、この結果の中には

基礎自治体で主にやるべき質問も入っていたのではないかと思ったりするのですが、その

あたりどんなふうに御判断になっているでしょうか。 

○鎭目保育指導専門官  

今回は、まず「中間的な論点の整理」を踏まえまして、全国の状況をおよそ概要的にき

ちんと各論点に従って捉えることが重要と考えまして、調査の規模等も勘案いたしまして、
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都道府県、指定都市、中核市を対象として定めさせていただいたという経緯でございます。 

○汐見座長  

きちんとやるとなると、また別個の準備が必要ですね。多分、中身の吟味とか。こうい

う方策をいろいろ考えていくときの一つの基本資料となるためにということで中核都市等

を選ばれたということだと思うのです。 

 きょうは余り時間もないのですが、例えば自治体の担当職員に対して、今、質向上のた

めにこういうことを努力しているということを周知徹底する機会だとか、自治体にぜひこ

ういうことをお願いしたいということをお願いする場というのはつくれるのかつくれない

のか。３文書ができたときに自治体職員だけを集めた研修会をやったのです。文科省だっ

たら、伝達講習のような機会があったり、教育委員会があるからできるのですが、厚労省

の場合そういうのはなかなかないので、新しくできるかどうか、ちょっと検討していただ

くことも必要なのかもしれません。 

 今のところは、ともかく、自治体に対してこういう調査が行くということ自体も自治体

に対するある種のインセンティブになっていると思うので、今回はこういう調査があった

ことは丁寧に読んでいただきたいと思いますが、行われたということ、それと自治体によ

って重点にかなりばらつきがあるということがよくわかったというあたりは踏まえていき

たいと思います。 

 時間が参りましたが、もう一つ。 

○鎭目保育指導専門官  

１点だけ補足させていただきますと、調査の際に、今回、こちらの調査結果のそれぞれ

の枠の下に＜「中間的な論点の整理」における関連記載＞を示させていただいております。

調査の際にもこちらを示して、こうしたことに基づいてこの調査を行うのだということを

意識していただいて、今、国においてこういったことが質向上について、また確保につい

て重要な観点とみているのだということを自治体の担当者に御意識いただきながら回答を

いただくということ。今、座長から触れていただきましたように、調査を通じてそうした

ことを一つ広めていくきっかけにしたいということもございましてそのような調査の形を

とらせていただいたということがございます。 

○汐見座長  

現場、自治体、国が一丸となって質を上げていかなければいけないという機運がこうい

うことを通じて少しずつ高まっていけばいいなと改めて思いました。 

 きょうはもう時間が参りました。きょうは親会なのですけれども、今ここまで来ている

ということを確認させていただきました。もう時間はないのですが、保育の質ということ

で、多分、保育課の中は大変だったのではないかと思います。無償化の問題がありまして、

それが具体化されますと、公費で運営するという組織になっていくと、社会的責任という

ものをしっかりと背負わなければいけないというのがありますし、質の問題が関連して出

てまいります。 
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 それから、この間マスコミをにぎわした、散歩中に事故に遭うということをどう防ぐの

かというあたりは大変悩ましい問題です。あそこの法人にちょっと聞いてみましたら、中

は２つに分かれていて、怖くて連れ出せないというグループと、勇気を出して頑張っても

っと安全なものを考えていこうというふうになるのです。都会の保育園で園庭とかが余り

ないようなところで出せなくなったときに、それにかわってということを考えていく。そ

れもやはり質なのです。いろいろ検討しなければいけないことがあるなということを改め

て感じています。 

 この会は開いた形でずっと続けていくと思いますので、今後ともよろしくお願いしたい

と思います。 

 それでは、今後のスケジュールについてお願いいたします。 

○高辻保育指導専門官  

ありがとうございました。 

 本日、構成員の皆様にいただきました御意見を整理しました上で、次回検討会につきま

しては、座長と御相談し、日程を調整させていただいて開催の御案内を差し上げたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○汐見座長 

 それでは、ぴったりと終わりました。御協力どうもありがとうございました。外は暑い

ですから気をつけてください。 

 今日はどうもありがとうございました。 


